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報告書



第１章　調査団の概要第１章　調査団の概要第１章　調査団の概要第１章　調査団の概要



－3－

第１章　調査団の概要第１章　調査団の概要第１章　調査団の概要第１章　調査団の概要

１－１　プロジェクトの背景および今回調査の目的１－１　プロジェクトの背景および今回調査の目的１－１　プロジェクトの背景および今回調査の目的１－１　プロジェクトの背景および今回調査の目的

(１) プロジェクトの背景

　ヴェネズエラ国経済は石油産業へ大きく依存しており、原油価格の変動に大きな影響

を受ける状況となっている。ヴェネズエラ政府は、この状況から脱却するため産業の多

様化を進めようとしているが、その過程で、低い労働コストという比較優位に頼る労働

集約的産業の振興のみならず、付加価値の高い国内製造業育成により競争力を高め輸出

の増大へと繋げていきたいとの意向を持っている。既に工業団地への企業誘致による輸

入代替策等を進めているが、一方で WTO の方針に従った関税の引き下げによる市場開放

策にも取り組まねばならない状況となっている。

　こうした中、ヴェネズエラ国では、産業構造の改革による大企業と中小企業間の取引

を促進するような産業内ネットワークの確立と、その前提条件としての中小企業そのも

のの経営能力、生産技術等の強化を目指して、新たな産業政策及び輸出振興までをも含

めた中小企業政策の検討を進めている。

(２) 今回調査の目的

　以上の背景から、ヴェネズエラ国は中小企業振興分野での経験とノウハウを有する我

が国に対して、1999 年 10 月に産業政策（中小企業輸出振興策）策定に関する開発調査を

要請した。本件要請を受け、今回のプロジェクト形成基礎調査では、同国の産業・中小

企業を取り巻く環境の現状を把握するとともに、相手国政府の要請内容等を調査・確認

し、我が国の協力の可能性を探ることを主な目的とした。

１－２　調査団構成１－２　調査団構成１－２　調査団構成１－２　調査団構成（総員６名）

(１) 総括／団長 三平　圭祐 JICA 鉱工業開発調査部長

(２) 経済協力政策 下山　俊一 外務省 経済協力局 開発協力課

(３) 技術協力行政 藤田真理子 通産省 通商政策局 中南米室

(４) 調査企画 小早川　徹 JICA 鉱工業開発調査部 計画課

(５) 産業政策・企業分析 岩瀬　信久 (有)IMG

(６) 通訳 樋口　安紀 (財)日本国際協力センター



－4－

１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程

(１) 官団員

日付 官団員 宿泊先

１ ６月 11 日 日 移動｛成田([JL046] 14：55)→ダラス(12：40 / [AA2155] 14：
25)→カラカス(20：55)｝

ｶﾗｶｽ

２ ６月 12 日 月 生産貿易省・企画開発省(09：00)、大使館(11：30)、国立輸出入
銀行(14：30)、アンデス開発公社(15：30)

〃

３ ６月 13 日 火 中小企業保証協会(09：00)、工業基金(10：00)、JETRO(昼食)、
工業連盟(14：00)、国立職業訓練学校(15：30)

〃

４ ６月 14 日 水 移動（カラカス(07：30)→マラカイボ(08：30))、スーリア開発
公社(10：00)、スーリア州工業都市視察、マラカイボ工業地区経
営者会議所(15：00)、移動（マラカイボ(18：30)→カラカス）

〃

５ ６月 15 日 木 M/M 協議(09：00)、米州開発銀行(11：30)、M/M 署名・交換

(15：00)、大使館報告(16：00)
〃

６ ６月 16 日 金 移動｛カラカス([AA936] 08：20)→ニューヨーク(13：08)｝ ﾆｭｰﾖｰｸ

７ ６月 17 日 土 移動｛ニューヨーク([JL005] 13：30)→｝ 機内

８ ６月 18 日 日 移動｛→成田(16：15)}

(２) コンサルタント団員および通訳団員

日付 コンサルタント団員／通訳団員 宿泊先

１ ６月 11 日 日

〜

５ ６月 15 日 木

官団員と同行程

６ ６月 16 日 水

〜

26 ７月６日 木

企業等個別調査（※訪問先は附属資料参照）

ｶﾗｶｽ

27 ７月７日 金 移動｛カラカス([AA936] 08：20)→ニューヨーク(13：08)｝ ﾆｭｰﾖｰｸ

28 ７月８日 土 移動｛ニューヨーク([JL005] 13：30)→｝ 機内

29 ７月９日 日 移動｛→成田(16：15)}
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１－４　要請書の概要１－４　要請書の概要１－４　要請書の概要１－４　要請書の概要

１－４－１　プロジェクトの目的

　輸出産品の開発（販売促進戦略、品質の高度化・多様化など）と外部市場へのアクセス強化

(貿易商社の育成など）を目指した中小企業の輸出振興策の策定と実施。

１－４－２　プロジェクトの内容

　具体的調査項目として、以下の６つの内容を挙げている。

(１) 他国における輸出振興のためのインセンティブの評価およびヴェネズエラ中小企業部

門への適合可能性を考慮した輸出振興策の評価策定。

(２) 各種産業部門の中小企業による直接輸出のための競争的かつ潜在的供給可能性の発掘、

選定、評価

(３) 輸出専門商社を通じた中小企業の間接的輸出のための競争的かつ潜在的供給可能性の

発掘、選定、評価

(４) 潜在市場および新規参入可能既存市場の発掘を可能ならしめる、中小企業向け（高度

に有益な）市場情報および市場情報取得体制の策定、提示

(５) 輸出促進のための具体策に関わる中小企業向け支援

(６) 輸出奨励促進のための各種インセンティブおよび（高度に有益な）市場情報獲得体制

のヴェネズエラ中小企業セクター（政府および民間）への移植設計

１－５　対処方針１－５　対処方針１－５　対処方針１－５　対処方針

１－５－１　プロジェクト実施の必要性・実施可能性の確認

(１) JICA 開発調査スキームの概要説明

　ヴェネズエラ国での開発調査は過去にあまり行われておらず、相手国による鉱工業分

野の開発調査が理解されていない可能性もあるため、JICA 開発調査スキームそのものに

ついての説明をした上で、相手国側の産業政策（中小企業輸出振興政策）分野に係る開

発調査に対するニーズを確認する。また、アンダーテーキングに含まれる項目を始めと

する開発調査実施上の条件等を説明し、先方の理解を得る。

(２) 要請内容の確認

１) 本件要請のプライオリティ

　本件開発調査は、1999 年にヴェネズエラ側から日本国政府に対して要請があったも

のであるが、要請内容についての変更がないか、また、依然として高いプライオリ

ティを有しているか確認する。
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２) 上位計画（国家開発計画等）との整合性

　本プロジェクト関連分野において既に策定された法制度や上位計画を確認し、その

中での本プロジェクトの位置付けを明確化する。先方が将来的な方針を明示していな

い分野については、本件開発調査の調査対象としての適性を評価・検討する。

３) 要請書の内容

　要請書中の「design of an intelligence of market addressed to the SMEs」のね

らいや、｢the Executive Branch」の概要など、記載内容を明確化する。

(３) 他ドナー活動状況の確認

　スペインの開発援助機関を始めとして、他ドナーのヴェネズエラ国における中小企業

振興に関する協力活動の実状を確認する。現段階で把握している関連プロジェクトは以

下のとおり。

１) スペイン政府の協力（1996）

　外国貿易に関わる能力強化教育訓練プログラムおよび外国貿易銀行（BANCOEX：

Banco de Comercio Exterior）の輸出促進活動強化プログラム

２) アンデス開発公社（CAF：Corporacion Andina de Fomento）

　国際取引への参画に向けた戦略的計画についての技術協力

１－５－２　関連分野の現状把握

　以下に関連する情報を収集し、現状と今後の方向性の把握を通した問題点の抽出を行う。

(１) 産業開発／中小企業振興／輸出振興にかかる政策・諸制度の確認

　全体的な産業開発計画とともに、その中における中小企業振興／輸出振興の位置付け、

先方政府の方針・方向性を確認した上で、実際の政策・諸制度（インセンティブ）の現

状を把握する。また、そのための中央及び地方関連諸機関実施体制の概要を確認する。

具体的な調査対象として、以下の項目を含むこととする。

１) Ministry of Commerce and Industry について（担当部局、スタッフ数、活動内容

等）

２) External Trade Bank について（機能など）

（２）貿易活動の現状把握

１) 輸出に関連する民間セクターの情報（貿易会社の業界団体とその活動など）

２) 製造業の中での輸出ポテンシャルをもつサブセクターと輸出の現状

３) メルコスールとの関係
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（３）貿易商社、中小企業の実態調査

　輸出を行っている貿易商社・中小企業の主たる分野、規模等とともに、企業を取り巻

く環境を調査する。また、実際にそれら企業や関連機関（業界団体や会計事務所、貿易

商社など）を訪問することにより、以下の項目を初めとする問題点、課題等を調査分析

する。

１) 貿易制度の問題点

２) 中小企業の問題点

３) 多国籍企業または米企業による買い付け状況

１－５－３　本格調査の目的・内容・実施手法等についての基本的合意

　先方関連機関との協議および現地踏査を通し、主として以下の事項に配慮した上で、日本に

よる協力内容（調査対象地域／調査項目等）の絞り込みを行う。

(１) 調査内容

　開発調査を行う際の内容に関する協議を行う。先方政府からの要請書では産業政策、

中小企業政策、輸出振興全般についての提言となっているが、ヴェネズエラ国の経済事

情、他ドナーの協力状況、先方政府の意向等を勘案しつつ、以下の点についての協議を

行う。なお、調査団側としては、基本的には対象とする内容・企業規模を絞り込む方向

で協議を行う。

１) 政策全般に関する調査が望ましいのか、あるいは、有望な製品の選定、輸出インセ

ンティブ、貿易金融、物流、企業診断を通した生産性向上・品質管理、市場情報等の

整備といった絞られた分野での調査が望ましいのか（絞るとすれば何か)。

２) 対象企業規模は中小のみに絞るのか、或いは零細までをも含めるのか。

(２) 対象産業に関する協議

　内容の絞り込みの際に、全ての産業を対象に調査することも困難であることから、製

造業の中でさらに絞り込む旨説明し、産業／サブセクターの合理的な絞り込みの方法に

ついて、先方政府の意向を確認した上で、打ち合わせを行う。

(３) 調査のアウトプット、方法に関する協議

　調査対象産業／サブセクターの絞り込みの状況を踏まえ、調査のアウトプットイメー

ジ、方法等に関して、可能な範囲で協議を行う。
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(４) 協力体制等の確認

　本格調査の協力体制（生産貿易省内の体制、関係機関との関係）について先方に確認

する。

１－５－４　調査対象候補地の安全管理情報

　現在、ヴェネズエラ国カラカス首都圏においては、長引く不況による失業者の増加や警察力

の低下によって、テロ・ゲリラ事件以外の一般犯罪が増加し、治安情勢が悪化している（危険

度１「注意喚起」)。本格調査実施に当たっては調査団の長期滞在が予想されるため、より個

別具体的な危険情報があれば、現地の日本国大使館、先方関連機関等に対し確認する。

１－５－５　協議議事録の署名・交換

　以上の結果を踏まえ、可能であれば、合意内容を協議議事録（Minutes of Meeting）にて確

認する。



第２章　調査結果の概要第２章　調査結果の概要第２章　調査結果の概要第２章　調査結果の概要
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第２章　調査結果の概要第２章　調査結果の概要第２章　調査結果の概要第２章　調査結果の概要

２－１　本格調査の実施に係る必要性２－１　本格調査の実施に係る必要性２－１　本格調査の実施に係る必要性２－１　本格調査の実施に係る必要性・可能性・可能性・可能性・可能性

　以下の事項についての事実確認を通し、当該本格調査が実施可能であり、かつその必要性が高

いとの認識を得た。

(１) JICA 開発調査スキームに対する理解

　JICA 開発調査スキームの概要およびその手順、実施に当たっての undertaking につい

て、先方に対し説明し理解を得た。なお、undertaking に関しては、既に締結済みの技術

協力協定に従うことを確認した。

(２) 本件要請のプライオリティ

　ヴェネズエラ国では、石油関連などの一部の産業のみが大企業によって担われており、

その他の産業については大部分が中小企業（100 人以下の従業員数）によって構成されて

いる。このため、石油依存型の経済構造から脱却するためには、中小企業の強化を通し

た輸出振興を実現することが最重要課題となっており、輸出ポテンシャルの高いサブセ

クターを中心に、様々な政策ツールを用いて効果的に育成していきたいとの強い要望を

もっている。

(３) 上位計画（国家開発計画等）との整合性

　先方の国家経済開発計画（Transitional Economic Program 1999－2000）において、

産業構造の多角化、雇用の増大および国内での付加価値の増大を目的として、以下の産

業政策の実施に注力する方針が述べられている。

１) 中小企業、零細企業・組合の活性化

２) 製造業の産業内ネットワークの強化

３) 民間投資へのインセンティブ

　また、現在策定中の 2000 年度版経済計画（４－２参照）においても、引き続き中小企

業強化に取り組んでいく方針が表明されている。

　こうした上位計画に基づき、脱石油産業に向け、先方は実施機関レベルや地方レベル

で既に様々な取り組みを開始（中小企業向け信用保証の強化／輸出銀行による融資プロ

グラムなど）しているが、政府として、取り組み全体の調和や施策そのものが適切かど

うか、実効力があるかどうか等について判断し切れていないため、日本独自の経験に基

づいた産業政策立案、即ち本件開発調査の実施には先方の強い要望が感じられる。
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２－２　協議議事録２－２　協議議事録２－２　協議議事録２－２　協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）の署名の署名の署名の署名・交換・交換・交換・交換

２－２－１　協議議事録の概要

　２－１で述べた認識を基に、本格調査内容について先方と協議を行い、結果を以下のような

協議議事録として取りまとめた。

(１) 要請内容に関し調査団が確認したところ、先方は以下のとおり回答した。

１) 調査の必要性

　2000 年度経済計画においては、雇用促進、生産の民主化、石油産業への依存度低減

の観点から、中小企業振興をとおした産業セクターの活性化と輸出構造の多様化が最

重要課題の１つとして位置付けられている。さらに、産業構造の多角化と企業数の増

加を実現し、国家経済的な付加価値と雇用を増大させるため、産業政策は中小企業振

興に傾注すべきである。

２) 調査目的

　主として中小企業から成る産業セクター強化のため、全体として調和のとれた政策

を策定することを目的とする。調査に当たっては、現在の産業セクターにおける問題

点を明らかにするとともに、ヴェネズエラにおける現行政策について見直し、問題解

決に向けた手段・政策を提言する。

３) 調査手法

ａ) 調査対象セクター

　付加価値が高くかつ輸出ポテンシャルの高い産業サブセクターを対象とする。特

に、自動車部品産業やソフトウェア産業、その他プラスチック産業やアルミ産業な

どのヴェネズエラにおける一次産品を活用した産業が、こうしたサブセクターとし

て想定される。対象サブセクターの最終的な選定は、追って行うこととする。

ｂ) 対象地域

　本格調査においては、基本的にヴェネズエラ全国を対象とした政策・制度につい

て提言することになるが、提言内容の具体性と実態との整合性を確保するため、個

別に州を対象としたケーススタディを行うことも想定される。その場合、ヴェネズ

エラ側は１～２つの対象州を選定する。ケーススタディの実施の有無と最終的な対

象地域の選定は、予備調査以降に行うこととするが、ヴェネズエラ側は７月６日ま

でにプライオリティについて意見をまとめ、調査団に提示する。

ｃ) 政策手段

　ヴェネズエラは日本の中小企業活性化に関する経験と産業政策について、特に以

下の観点から関心を持っている。
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① 中小企業の組織化を通した振興策

② 輸出振興策

③ ベンチャービジネス振興策

４) 対象中小企業の規模

　従業員数が 150 人以下の中小企業を対象とする。

(２) カウンターパート要員について

　本調査が実施に至った場合、カウンターパートは生産貿易省とし、数人の要員を調査

団との共同作業のために配置する。

(３) セミナー開催について

　ヴェネズエラ側は、中小企業振興における日本の経験について情報交換を行うことを

目的として、ワークショップやセミナーを開催することに興味を示した。

(４) 調査実施の決定について

　JICA は本プロジェクト形成基礎調査の結果に基づき、関係省庁間との協議を経て、案

件の実施に係る最終的な判断を行う。

２－２－２　締結した協議議事録
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２－３　団長所感２－３　団長所感２－３　団長所感２－３　団長所感

(１) 政府の政策としての中小企業振興（特に輸出振興）の重要性

　ヴェネズエラ政府としては（石油に片寄った輸出構造・産業構造を是正するために)、

中小企業を中心とした産業分野の振興の振興が必要としており、この点については、政

府の「2000 年経済計画」の中で、工業開発戦略として、｢再工業化、生産の持続的成長、

持続的雇用の創出、生産の民主化」が目的とされている。特に、｢生産の民主化」は、生

産性が高く活発な企業の増加による市場の活性化といった意味で使われており、まさに

中小企業の振興を意味している。

(２) C/P の積極的な意欲・協力姿勢

　開発調査の必要性についての C/P の説明は上記のような政府の計画を引用しての熱心

なものであった。また、関連統計、報告類などの資料の提供についても極めて積極的に

なされ、関連機関訪問のみならず地方視察にあたっても、生産貿易省及び企画開発省の

両省から担当者が同行してくれるなど本プロジェクト形成調査の実施にあたって、非常

に協力的であった。さらに、本格調査を実施するとした場合として、C/P 側の対応を当方

から質したのに対して、C/P 側で何人の職員を配したら良いのかという具体的な質問が逆

に C/P から出るといったほどで、また、アンダーテイキングの内容についても問題なく

認めるなど、C/P 側の意欲、協力の姿勢が印象的であった。

(３) 開発調査実施のタイミングの適正さ

　既に中小企業への信用保証、情報提供、融資のための基金など色々と（輸出振興を含

め）中小企業振興のための政策が実施されているとともに、上記の 2000 年経済計画の中

でも記載されているように、技術指導等を行なうための INDI（工業開発庁）やベン

チャー企業のための基金等の創設、中小企業のための保証基金の改革等の多くの施策が

現在計画されている。ただ、C/P としては、これらの実施中の施策の効果や計画中の施策

の内容、さらには全体的整合性について必ずしも確信を持てない状況に見られ、中小企

業の振興で大きな経験を有する日本に対してこの面での協力に大きな期待を寄せている

というのが本音のように感じられた。このように正に色々と施策を講じようとしている

ところであり、開発調査を行なうタイミングとしても適切と感じられる（C/P からも、現

状調査としての企業調査の必要性は認めるものの、個々の企業への指導よりは国・地方

レベルでの施策についての提言に関心があるとの発言があった)。

　日本の中小企業政策への関心は強く、特に（輸出振興のための）中小企業の組織化に

ついては数度にわたり協議の場で言及があり、事前調査の段階で日本の中小企業政策を

紹介するセミナーを実施することが効果的と思われる。
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(４) その他

　他方、日本に期待することの大きさの反面として、自らの自主性に若干欠けるのでは

ないかとも懸念され、共同作業により C/P を調査に積極的に関与させるといった配慮も

必要と感じられた。

　また、ホームページによる情報提供なども行なわれており、情報の収集や政策の提言

にあたっては、IT の活用も念頭に置く必要がある。

２－４　主要面談者２－４　主要面談者２－４　主要面談者２－４　主要面談者（2000 年 6 月 12 日－7 月 6 日）

２－４－１　中央政府機関および政府関連機関

(１) 生産貿易省（Ministry of Production and Commerce：MPC）

Ramón Rosales Linares 工業次官

Angel Fernández 工業政策総局長

Carmen Blanco 工業開発総局長

Carlos Sucre 工業部門総局長

Genoveva de Pazmiño 貿易代表課長

Elba Moreno スペシャリスト

Luis Alberto Rivas スペシャリスト

Nilian Machado スペシャリスト

Hugo Pasquel スペシャリスト

Iraida Lárez スペシャリスト

Eneida de Malpica スペシャリスト

Víctor Romero スペシャリスト

Julio López スペシャリスト

Alma Morales スペシャリスト

Iraima Arrechedera スペシャリスト

Luz Emilia Toledo グアヤナ地域事務所

Aurelena Briceño バルキシメト事務所代表

(２) 企画開発省（Ministry of Planning and Development：MPD）

Lilia Irady Pellicar 国際技術協力局　局長

Beatríz Barrios 国際技術協力局　計画課長

Felicia Morares Rondón 国際技術協力局　実施管理課長

Magaly Testauro 国際技術協力局　主任企画官
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Franklin Hernández 雇用生産セクター局　局長

Ana María García 雇用生産セクター局　第二計画センター

María Sicard 雇用生産セクター局　第四計画センター

中村　吉昭 JICA 専門家

(３) 統計情報庁（OCEI）

María Cabedo 経済統計部長

Juana Aguilera 工業統計計画課長

Alfonso Rincón 経済統計課長

Milagro Quintero 経済統計課助手

(４) 大蔵省（MIF）

Cisela López Lovera 公共金融制度コーディネーター

Gilverto Morillo 国際金融顧問

(５) 外国投資監督庁（SIEX）

Luis César Hernández 長官

Verónica Márquez 法律顧問

(６) 国立輸出銀行（BANCOEX）

Gladys Griller Brouzés 副頭取

Amparo Peñaloza 輸出業者支援担当部長

Jenny Gil 輸出振興部長

Jesly Lusinchi 技術協力部長

(７) ヴェネズエラ中央銀行（BCV）

Luis Armando Rodríguez 経済統計部長

María Miguilarena 中央銀行図書館部　調達技術プロセス課

Eliécer Bustamente 中央銀行図書館部

(８) 中小企業相互保証協会（SOGAMPI）

Agustín Pérez 理事長
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(９) 工業融資基金（FONCRECI）

Alwilson Querales 理事長

Alvaro Alvarez 財務担当部長

(10) ヴェネズエラ工業銀行（BIV）

Miguel Eduardo Patiño 銀行開発担当副頭取

Pablo González 融資担当副頭取

(11) 科学技術研究審議会（CONICIT）

Ayda de Zambrano 工業技術研究部長

José Eloy Leopolto 工業技術研究部

(12) 国立職業訓練学校（INCE）

Prieto Luis 校長

Manuel Losa Gual 教頭

Milagros Martínez 書記長

Luis Rueda 理事会

Julio Fernández 校長顧問

Jaime Tortolero 校長代行

Molver Luisa 職業訓練部長

Olga Izquierdo 職業訓練部

Lorayuma Flores 職業訓練プランナー

José Luis Díaz Ruíz 全国農業計画コーディネーター

Juny Aponte 国際協力担当

Olga Piña インストラクター

José Jesús Morales 国際協力室アナリスト

Ahmed Torrevilla ミランダ校職業教育部長

Magaly Plaza ミランダ校コーディネーター

Fanny Bellorín ミランダ校職業教育監督官

Diter Breinbauo ドイツ GTZ 派遣職業訓練計画顧問
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２－４－２　国際機関

(１) アンデス開発公社（CAF）

Fernando Prado 金融機関開発部長

Mariela Solano 金融機関開発部エクゼクティブ・スタッフ

Tomás Miller 金融機関開発部エクゼクティブ・スタッフ

Alejandro Soriano 金融機関開発部エクゼクティブ・スタッフ

(２) 米州開発銀行（IDB）

Rafael Cortes Ojeda セクター・スペシャリスト

Tomas Muóz Martin セクター・スペシャリスト

(３) 世界銀行（IBRD）

María Magdalena Colmenares 社会市民社会開発担当スペシャリスト

Luis Tineo 世銀本部雇用促進調査団団長（在ワシントン）

２－４－３　中央（在カラカス）の民間機関（産業連盟、調査機関、等）

(１) ヴェネズエラ工業連盟（COINDUSTRIA）

Juan Francisco Mejía Betancourt 会長

Lourdes de Pescoso 工業競争力担当部長

Migdalia Mora 貿易統合担当部長

Carlos Feo COINPYME プロクラム担当長

(２) ヴェネズエラ零細中小企業連盟（FEDEINDUSTRIA）

Pedro Castañeda 理事

Francisco Zuñiga 理事

Pedro Concalves 理事

Nelson O. Puchi 理事

(３) 投資促進審議会（CONAPRI）

Luis Soto 専務理事

Alberto Mestas 法律担当理事
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(４) 高等経営研究所（IESA）

Remón Piñango 所長

Horacio Viana 生産技術革新センター 教授

(５) ヴェネズエラ競争力協会（Venezuela Competitiva）

Lino Clemente 情報部長

(６) 生産性 FIM（FIM Productividad）

Osvaldo Alonso FIM Productividad プロジェクト部長

Francisco Rodríguez 国際企業育成研究所（INFEM）所長

(７) DATANALISIS（調査会社）

Toni Beker de Vainrub シニア・コンサルタント

Israel Valcárcel シニア・コンサルタント

２－４－４　地方（州）政府、地方開発公社、地方の産業連盟、等

(１) スーリア州開発公社（CORPOZULIA）

Santiago Bautista 総裁

Mario Alvarez 計画部長

Antonio Cambar 統計課長

Rafael Colmenares Gallegos 企業開発部長

Maribel Camacho 企業開発部

Aurora Rodríguez Prieto 広報部

(２) マラカイボ工業団地経営者会議所（CEZIMAR）

Elio Miccio Liberti 会頭

Gustavo Parra 理事

William Cavedoni 理事

Franco Bonfanti 理事

Iberis Villosmil 理事

Giovani Tulli 理事

John Miller 理事

Juan Reush 理事
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Juan José Morante 理事

Alexis Sánchez FEDECAMARAS 理事

Rodolfo Auvert スーリア州工業会議所理事

(３) カラボボ州政府経済開発局（SEDEC）

Oscar Ibarra Gárate 局長

Marisela Uzcátegui 工商業部長

David J. Arocha 観光レジャー部長

(４) カラボボ州品質生産性本部（CEPROCA）

Oswaldo Cartaya 理事長

José Andrés Cárdenas 副会長

Hermes Carmona 理事　製紙部門担当

Gerardo Pereira 理事　フォード・ヴェネズエラ部長

Juan Jugo 理事　MOTOCA 社社長

Hector Esqueda 理事　ALDECA 社販売部長

Javier Fumero 理事　BANACENTRO バナナ生産販売社社長

Mario Riera 理事　金属機械部門担当

Pedro Mújica 理事　CASCA 社副社長

(５) カラボボ州中小零細製造業者会議所（CAPEMIAC）

Ernesto Abbass 第一副会頭

Coromoto García 理事　農産加工担当

Ramón Sanz 理事　DERIVADOS DE ACERO C.A.社長

María Eugenia Sánchez 理事  MANUFACTURAS RAFAGAS C.A.社長

Laura Rosales コーディネーター

(６) アラグア州工業会議所（CIEA）

Pedro P. Meza 会頭　Converflex C.A.社

Gertrud M. Springer 理事

Mario Rodríguez Pijuán Colquim C.A 社

Arnolds Benítez Fundición Americana C.A.社

Vincenzo Ciccola Aluminio Reynolds de Venezuela 社
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Oscar González Decoglass C.A.社

Adolfo Zammga Capaco,S.A 社

Pedro Echesueste Indacer 社

José Auir Galponsteel C.A.社

Rose Marie Martínez INPROVIT C.A.社

Oscar Chalita Bruzual RORJAVEN 社

(７) アラグア州経済技術輸出開発審議会（CODET）

Franco Antonio Viera 専務理事

Miguel David Soarez 競争力特別プロジェクト担当理事

Marieta Maarraoui de Bolívar 課長

(８) グアヤナ開発公社（CVG）

María Auxiliadora Sanz 工業推進公団副総裁室　コーディネーター

Nolys Granados 儀典公報課

(９) ボリバル州商業会議所連合会（FEDECAMARAS）

Senén Torrealba 第一副会頭

Libia Soteldo 専務理事

Fredy Otero 理事　建設業会議所

Italo Massobrio 理事　観光業会議所第一副会頭

Manuel Rodríguez 理事

Gojimir Masloc 理事

Carlos Lüdert Baker & MçKenzie 社   

Orlando Peña Guerra 建設業会議所

Roberto Gouveira 理事

José Jara 商業連盟

Nella Prato 不動産業会議所会頭

(10) ボリバル州零細中小製造業連盟（ASOPEMIA)、

　ボリバル州零細中小企業連連盟（FEDEINDUSTRIA BOLIBAR）

Luis Vera Ramírez 会長

Jesús Diamon Corona 理事
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Germán Olivo 理事

Luis Baquero 運輸部門所属　Trenstaxi 社

Aluro Jara 運輸部門所属

José Ruis 会員　OVI 社

Luis Múgica 会員 Servicio Hidráulico 社副社長

Fontalo Diaz 会員

Jovito Medina 会員

José Luis Azocar 会員

(11) グアヤナ製造業鉱業会議所（CIMG）

Igor Villegas Vivas 会頭

Celeste Leal 理事

Luis Bellorín 会員

Igor Villegas 会員

(12) グアヤナ冶金鉱業連盟（AIMM GUAYANA）

Alberto Iguaro 会長

Luisa Rodríguez 理事

José Almeida 顧問

Alivio Meléndez 会員

Augsto Postiglione 会員

(13) 科学技術研究審議会グアヤナ支部（FUNDACITE）

Alexander Piñero コンサルタント

Lubo Castanesa 企業コンサルタント

(14) 中西部地域開発基金（FUDECO）

Manuel Cols Briceño 理事長

(15) ララ州投資促進協会（PROINLALA）

Lino Bracho PROINLALA 会長

José González PROINLALA 顧問

Luis Meléndez Riera ララ州政府経済開発室室長
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Carlos Machado 中小企業基金（FUNDAPYME）理事

Liliana Garcíal  中小企業基金（FUNDAPYME）職員

Eloy Rosales 中小企業基金（FUNDAPYME）職員

María Teresa Avica 中西部コンサルタント会議所会長

Raúl Alvarez 中西部コンサルタント会議所理事

José Yepez パラヴェシノ商業会議所理事

Amilkar Escobar NGO 国民技術センター（CETEP）プロモーター

(16) ララ州零細中小製造業会議所（CAPMIL）

Agustín González 会頭

Rosa Elena Urbina 理事

Alicia Martín ララ州商業会議所管理コーディネーター

Angel Fajardo ORO20 社社長

Aldo Loschi Industria Metalúrgica Bedavintson 社工場長

Gladis de Sanabria Cerámicas Arcano 社部長

Alicia Bravo de Rodríguez INSEL 社工場長

Celestino Calleja INREVEN C.A.社工場長

Alfonso Arroyo MEFRISA 社技師

Alfredo Pérez Carrobelca 社販売部長

Victoria Galdeano Hidrojet 社副社長

María Alejandra Torres Hidrojet 社宣伝マーケティング・アシスタント

Marilisa Bucco Talleres Industriales Frab 社役員

Edecio Pieda Industrias Maros 社業務輸出部長

Jesús Enrique López Promociones Industriales 社工場長

Guillermo González Exito Poleas 社社長

Ezio Merlo CADIEM 社社長

Luis Contreras Café Cordillera 社長

(17) バルキシメト・テクノパーク基金（TECNOPARQUE）

Felipe Aldana テクノパーク所長

Reinaldo Lacruz Flores COMDIBAR バルキシメト工業団地開発社社長

Raiza Vargas EROS　社長

Salvador Pérez NOVOS C.A　社長
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Wilmer José Briceño SAI de Venezuela 社長

Petra Rodríguez Tecnología de Conocimiento　経営アシスタント

Ovidio Ramírez UCLA（国立ﾘｻﾝﾄﾞﾛ・ｱﾙﾊﾞﾗﾄﾞ中西部大学）教授

Arsenio Pérez UCLA（国立ﾘｻﾝﾄﾞﾛ・ｱﾙﾊﾞﾗﾄﾞ中西部大学）教授

Darvile Carróz UCLA（国立ﾘｻﾝﾄﾞﾛ・ｱﾙﾊﾞﾗﾄﾞ中西部大学）教授

Darwin Romero UCLA（国立ﾘｻﾝﾄﾞﾛ・ｱﾙﾊﾞﾗﾄﾞ中西部大学）教授

Rodolfo Canelón UCLA（国立ﾘｻﾝﾄﾞﾛ・ｱﾙﾊﾞﾗﾄﾞ中西部大学）教授

(18) エル・トクヨ工業団地（ELTOZINCA)：ララ州

Radamés Ghatebik モラン市市長

Martha Escalona エル・トクヨ工業団地社社長

Vito Cardone Industria Textil WANPUN C.A.　社長

Alirio Alvarez Industria Textil WANPUN C.A.　工場長

Paulo Briceño RRIMPORT SEED　社長

２－４－５　民間会社（中小製造企業）

(１) Industrias del Mar（水産加工会社）

Alfredo Osorio Urdaneta 副社長

Maribel Camacho 技術顧問

(２) REMANCA（プラスチック袋加工会社）

Franco Bonfanti 社長

(３) EPECUEN（自動車部品会社）

Jorge Cano 工場長

Sebastián Cano 輸出担当

(４) LAPCA（自動車部品会社）

Arminio Manrique 社長

(５) Flexoven C.A.（プラスチック製造会社）

Jorge Pérez Ortega 部長
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(６) M&M PLASTICOS C.A.（プラスチック製造会社）

Francisco Massott 社長

Manuel Lourenco Ascencao Prolife Optiplas Ohtilines 社　社長

(７) ALDECA（針金製品製造会社）

Alvaro Yrigoyen 工場長

(８) Colquim C.A.（ペイント製造会社）

Mario Rodríguez Pijuán 社長

(９) C.T.A.（アルミホイール製造会社）

Henry Mijares 工場長

(10) RICA（ノスプリンクラーノズル製造会社）

Alberto Iguaro 社長

(11) Alumio Planmeca S.A.（アルミ線材／ビレット製造会社）

Dora Celinas romero 生産部長

Antonio Saloma Romero 技術サービス部長

(12) Taller Industrial Morgan C.A (トランスミッション製造会社)

José Morillo 社長

Miguel Angel Mayor Pardo 工場長

(13) OPCO（ホットブリケットアイアン製造会社：神戸製鋼）

鈴木なおと ジェネラル・マネージャー

(14) TUBRICA（プラスチック管製造会社）

Raúl Alvarez 社長

Lucas Izquierdo 工場長
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(15) VENEFARO（自動車部品（ランプ・標示機）製造会社）

Pletro Politi 社長

Arturo Lugo 販売担当部長

(16) Industrial Textil WANPUN C.A.

(17) Brimport Seed C.A.

(18) Master Batch de Venezuela C.A.、Polinca（プラスチック製品製造会社)

María Teresa Gasiba 共同経営者

Ronnie Nuñez Alfonzo　 共同経営者

(19) ECOPLAST（プラスチック・リサイクル会社）

Luis Roberto Rosa 社長

Yolanda Sánchez 部長

(20) Venezolana de Filtros, C.A.（自動車フィルター製造会社）

Emoe Reyes Cáceres 副社長

María Elisa Cáceres Reyes 経営部長

Gabriel Reyes 技術顧問

(21) EMETALCA（自動車シャシー製造会社）

Tulio Peña Bracamonte 技術担当部長

Fanny Arteaga 人事部長

(22) MULTIPRENS, C.A.（自動車部品・リム製造会社）

Deana Bighetti 社長

Jorge Torres López 販売部長

Gian Carlo Oliviero 工場長

(23) ARMOCARSA（アルミキャスト製品製造会社）

Vicente Hoyos Marti 社長

Vicente Hoyos Palacios 部長
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(24) ALUBAT AFLON（台所用品製造会社）

José Morín López 社長

Juan Morín López 生産担当部長

(25) OPTILASER（CD－ROM 製造会社）

Kay Thielen 部長

２－４－６　その他（日系企業、他）

(１) 日本貿易振興会（JETRO）

戸塚　隆友 カラカス事務所所長

(２) 三井物産　ヴェネズエラ

川村のりお

(３) 丸紅　ヴェネズエラ

小林　　守

(４) TOYOTA　ヴェネズエラ

平山てつお 副社長

Carlos Henrique Aranguren ローカルコンテンツ・フプロジェクト担当部長

(５) 日本大使館

柴田　　進 公使

安居　　徹 一等書記官

高橋　育夫 技術協力担当官

阿部　恒夫 派遣員
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２－５　面談議事録２－５　面談議事録２－５　面談議事録２－５　面談議事録

２－５－１　企画開発省・生産貿易省合同会議

●日時・場所　：6 月 12 日 09：20～11：15　企画開発省会議室

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から JICA 開発調査のスキームおよび今回プロジェクト形成基礎調査の目的・位置づ

け（案件採択の可否について検討するうえで必要となる情報の収集／要請内容についてのより

詳細な確認）について説明し、JICA 開発調査スキームに関する以下の点について留意を求めた。

(１) 資金協力とは独立したものである。

(２) 昨今の日本の ODA に対しては国民の厳しい目があるため、開発調査の結果については

是非積極的な活用を望む。

(３) 日本側の調査参画者はコンサルタントであるが、選定は日本側が行う。調査過程での

技術移転も重要な要素であること、調査自体はヴェネズエラ側との共同作業となること

から、調査の実施に当たってはヴェネズエラ側からも一定の人員を割いてもらう必要がある。

　また、要請内容に関する調査団からの質問に対し、ヴェネズエラ側から以下のような回答が

あった。

本件の優先度について

・雇用の確保および生産の民主化といった点から、我が国中小企業産業分野の強化が重要な課

題となっている。具体的には、中小企業の組織化を通した輸出強化をお願いしたい。(生産

貿易省）

・2000 年度版の経済計画では、生産セクターの活性化とそのための中小企業振興を、政府と

して取り組むべき課題として強く掲げている。(企画開発省）

要請の内容について

・近年の急速な市場の国際化に対応したいと考えているが、中小企業には変化に対応する能力

が欠けているのが問題である。ベンチャー企業振興の計画も立てているがノウハウがないた

め、振興策の identification にも取り組んで欲しい。これまで、輸出の奨励のついてのプ

ログラムが余りなかった。小規模産業の輸出振興のために、どういった障害があって、どう

いった解決策があるのかについても調べて欲しい。具体的には、以下の分野において振興計

画に関する支援をいただきたい。

① 組織化：組合を作るときのノウハウなど

② ジョイントベンチャー：戦略的なパートナーの見つけ方など

③ 流通

④ 人材の流出問題の改善策
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個別の部品産業（鋳型など）の能力向上に焦点をあてるのではなく、むしろ国として取り組む

べき中小企業振興のための周辺環境の整備を行いたい。中小企業振興のためにどういった施策

を採ればよいのか、日本の経験を活かした協力を望んでいる。(生産貿易省／企画開発省）

中小企業振興か、輸出振興か

・輸出振興のためには中小企業の体制整備が前提となる。(生産貿易省）

→両方を対象には出来ないか。(企画開発省）

→最終的に重要になってくるのは、中小企業の能力の問題。純粋に輸出振興だけやるのは、余

り意味がない。日本でも、高度成長期にはアセンブラー（大企業）への部品の供給を通して、

中小企業の間接的な輸出が行われた。こういった、いわゆる二重構造的なコンセプトはヴェ

ネズエラ側で想定しているか。(調査団）

→具体的には、自動車部品産業などで想定している。他の部品産業についてもリストがあるの

で提供する。(生産貿易省）

具体的な対象セクターについて

・プラスチック関連産業、自動車部品関連産業、ソフトウェアなどの付加価値の高い産業の３

つを挙げることが出来る。(生産貿易省）

地域的な広がりについて

・現在、ヴェネズエラにある工業団地は自発的に出来たものばかりである。今後は、産業内

ネットワークの強化を目的として、工業団地の計画的な建設、企業の誘致を行っていきたい

と考えている。(生産貿易省）

・産業政策については、中央政府と地方政府のどちらがより重要な役割を担っているのか。

(調査団）

→州によっては、カラボボ州が輸出振興のためのコンソーシアムを形成する計画を立てるなど、

独自の計画を策定している。中央政府としては、これら地方レベルでの個別計画を取りまと

めたいと考えている。また、本件開発調査において、特に有望な州をモデル的に取り扱う場

合の対象州の選定については、我々の方で基準を設けて別途選定したいと考えている。(生

産貿易省）

対象となる中小企業の規模について

・ヴェネズエラでは、大企業以外で従業員数が 100 人以上の企業は割合として非常に少ない。

このため、中小企業というカテゴリーは実態として 100 人以下の企業を対象として用いてお

り、本調査でも 100 人以下の企業を対象とする。(生産貿易省）

調査実施体制について

・カウンターパートは生産貿易省となる。より具体的には、産業次官室、産業副大臣室などを

想定している。(生産貿易省）
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２－５－２　在ヴェネズエラ日本国大使館表敬

●日時・場所　：6 月 12 日 11：40～12：30　在ヴェネズエラ日本国大使館

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から本調査の概要について説明した後、出席者の間で以下のような質疑応答がなされ

た。

・カラカス首都圏には現在危険度１が出ているが、調査を行うことになった場合、調査団員の

安全確保について問題はないか。(三平）

→当地の JICA 専門家などに被害がないわけではないが、いきなり命を奪うというようなもの

ではない。こそ泥的な一般犯罪はある意味何処にでもあるものであり、それなりに注意して

いれば当地での調査遂行についても問題はないと考える。(柴田）

・当国では、脱石油に向けた産業構造改革の掛け声ばかりが聞こえてくるが、これまで政治的

な駆け引きばかりやってきたこともあり、政策としての具体的なビジョンはなかなか見えて

きていない状況にある。また、州毎に産業政策を策定している場合もあるが、裾野産業的な

青写真を描いているのかどうかなど、具体的なビジョンについて把握しにくい状況になって

いる。先方が何処まで本気でこの問題に取り組む意志があるのか、ある程度把握したうえで

調査に取りかからないと、調査の結果が単なる絵に描いた餅で終わってしまう可能性がある。

(柴田）

・本調査の実施に当たっては、以下の視点に留意することが重要と考える。

① 中小企業の明確な定義付け～インフォーマルセクターの位置付け

② 外資系企業（GM やトヨタなど）との関わり

③ アンデス共同体との関わり

・開発調査での政策提言を実施にこぎ着けるに当たって、(専門家派遣など）他の技術協力ス

キームと組み合わせた地道な方策を検討するのも一案ではないか。(下山）

→そういった問題意識を含め、ヴェネズエラ側と共有することが肝要だろう。中小企業の強化

という課題は非常に重要であるため、先ずは具体的に解決すべき問題が何かを明確にするこ

とが必要だろう。(柴田）

２－５－３　BANCOEX（国立輸出銀行）

●日時・場所　：6 月 12 日 15：30～16：20　 BANCOEX 会議室

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回調査の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。
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BANCOEX の輸出振興策について

・BANCOEX は、ヴェネズエラ国企業の輸出振興に関連して、以下の活動を行っている。

① 石油関係を除く全ての企業へ融資

② 人材育成プログラム

③ 商業関係の情報提供

④ 輸出向け商品の開発

［技術協力部局］

・中小企業を国際市場へ向ける努力をしている。

・主に公益部門の輸出業者を対象として、国際市場へアクセスするための技術支援を行ってい

る。

・投資促進も併せて行っている。

・輸出の経験のない企業に対しても、需要のニッチを探してやることにより、輸出の機会を提

供するサービスを行っている。

［輸出業者へのサービス提供部局］

・輸出産品や市場に関するアドバイスおよび情報の提供を行っている。最近、｢800 export」

という相談サービスを創設した。フリーダイヤルによって、融資プログラムに関する相談を

受け付けている。

・業者や学生向けの情報提供の場として、図書館整備を計画中である。

・アンデス諸国向け輸出産品について、原産地証明の発行を行っている。

ヴェネズエラ国中小企業の輸出振興における問題点

・中小企業もセクターによって実態が異なるため、問題点もそれぞれ異なる。

・国際市場における価格競争力がない。品質や技術力などにおいて潜在力は十分にあると思わ

れるが、価格競争力がないために１～２度輸出しただけで終わってしまい、定期的な輸出に

つながらないケースが多い。

・中小企業の組織化を通して競争力を付ける必要がある。

関連データについて

・99 年度の貿易関係の資料を提供する。

・輸出関係のセクター別実績データは、BANCOEX が所有している。

・投資関係の一般的な資料については、貿易銀行監督局が管理している。(生産貿易省経由に

て入手可能とのこと）

他機関との連携について

［スペイン政府（スペイン国際協力庁）の技術協力］

・かつて輸出振興に関わる技術協力を受けた。
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・現在、より具体的な協力を求め、靴産業についての輸出振興に関わる技術協力を要請中であ

る。支援プログラムについては、専門家派遣やセミナー開催からなる Technical

Assistance と人材教育からなる。

・靴産業については、輸出コンソーシアムを作る必要があると考えている。詳細についてはス

ペイン政府と相談して決めていきたい。

［CAF との協定］

・全国・全セクターにおける貿易関係の人材育成

［JETRO 関連］

・アロエ産業については、輸出産業としてのポテンシャルが高いと考えており、流通面での支

援を JETRO に申請しているところである。

２－５－４　CAF（アンデス開発公社）

●日時・場所　：6 月 12 日 16：30～17：30　CAF 本部会議室

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回調査の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

CAF の概要について

・アンデス諸国をメンバーとする multilateral の銀行であり、南米で最も高い格付けを得て

いるため、先進諸国からの融資も得やすい環境を維持している。

・IDB などと異なり CAF のメンバー諸国は貧しいため、資金量も乏しいものとなっている。こ

のため、無償で Technical Assistance を行うためのスキームもあるが、限られた予算しか

用いることが出来ない。

中小企業の輸出振興に関する活動について

・これまで、中小企業に対する地元銀行を通した資金提供を行ってきたが、もはや必要なのは

融資ではないという結論に至っている。むしろ、経営、流通、品質管理、マーケティングな

どの Technical Assistance によってのみ可能な技術支援が、輸出を振興するうえで重要な

要素と考えている。また融資は、中小企業の資金需要がある場合に供与してこそ意義がある

ものであり、需要がないのに融資しても必ずしも効果的とは言えない側面がある。

・しかしながら今回、1999 年８月のヴェネズエラ政府からの要請に基づいて、合計 US$ 6,000

万の融資を実施した。この資金は、政府から現地通貨（ボリバル）で地元の銀行に、銀行か

ら企業へと低利で貸し付けられるものである。

・CAF としては（TA に欠けられる資金量は限られているため)、少量の投入で最大限の効果が

上がるよう配慮した総合的協力を計画中である。具体的には、地元銀行に対して融資を行う
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ことで中小企業への投資資金を提供する。マーケティング等の分野で大学と提携することも

考えているが、まだ詳細は決まっていない。最初は、国毎のパイロット的な協力を行い、上

手く行けば後で大規模に実施する方針である。

・中小企業の範囲については、CAF は中小企業に直接融資するわけではないので、特に基準を

設けていない。国毎、サブセクター毎に状況は異なるため、一義的な基準を設定するのは難

しいのではないか。また、特定の目的付けをした融資についても望ましくないと考えている。

有望なセクターについて

・CAF では、毎年国毎に有望なサブセクターの優先順位を決めている。これは、相手国政府と

の協議を通して決定するのではなく、CAF が独自の判断に基づいて決めるものである。この

際、社会的見地からの雇用対策といった側面は重視せず、あくまで国家経済の活力となるサ

ブセクターに焦点を当てる。

・南米諸国においては、為替を初めとした経済環境は短期間で大きく動く。これに対応して有

望セクターも激しく変動するため、常にデータの up date を心掛けなければならない。

・林業関係、アパレル・繊維関係のサブセクターに対する融資の実績がある。

JICA 開発調査の実施について

・中小企業の輸出振興策については世銀や IDB とも協議しているが、一義的な回答は得られて

いない課題である。日本が、(自らの経験を活かして）貢献できるポテンシャルは高いので

はないか。

・CAF としては将来的に協力したいと考えるが、本分野では未だノウハウが蓄積されていない

ため、今後とも本件については JICA と話し合っていきたい。

２－５－５　SOGAMPI（中小企業融資保証公社）

●時・場所：6 月 13 日　9：00～10：00　SOGAMPI オフィス

●先方出席者：面談者リスト参照

●主な協議事項：

SOGAMPI の概要

　SOGAMPI は中小企業向けに信用保証を行うヴェネズエラ唯一の機関であり、主に国の出資を

受け（84％を国が出資しているほか、中小企業連盟、銀行連盟、労働者代表、受益者組合など

が出資)、９年前に設立された。約 30 名のスタッフが常勤しており、うち６名が保証の申請を

審査・分析するコンサルタントである。現在はカラカスにしかオフィスがないため、主に首都

圏の企業（全体の約 70％、ほとんどが製造業）が保証先となっており、今までに累積 50 億ボ

リバルの融資対し保証を行った。主な収入は資本金の運用、国の補助および保証先企業からの

手数料である。当国においても、中小企業の資金調達は大企業に比べ困難であり、信用保証を
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行うことにより金融機関と企業の橋渡しを行う意義は大きい。

信用保証サービスの内容

　１件あたりの保証対象の上限額は１億２千万ボリバルとなっており、保証額の 2.5％を手数

料として受け取る（日本は通常１％)。日本のように金融機関を介して保証申し込みを受ける

のではなく、企業より直接申し込みを受けている（申請者は SOGAMPI の株式を取得)。企業が

債務不履行となった場合、SOGAMPI が 90 日以内に 80％をカバーすることになるが、実際に

SOGAMPI が肩代わりをしたケース（事故率）は 10％であり、低レベルに止まっている（未だ保

証サービスが広く普及しておらず、一部の優良企業にしか活用されていないため、結果として

事故率が低くなっているとも考えられる)。なお、ヴェネズエラでは民間金融機関は長期の融

資は行っておらず（長期資金を提供しているのは別途訪問した FONCREI のみ)、保証の対象と

なっている融資は全て短期・中期の借り入れである。また、国内全ての民間金融機関による融

資を保証の対象としており、金融機関の選択は借り入れを行う企業に委ねられている。

今後の信用保証システムについて

　SOGAMPI の事務所はカラカスにしかないこともあり、中小企業全体のうち保証制度を利用し

ている企業の割合は低いレベルにとどまっている。信用保証システムを一層拡充すべく、現在

政府（企画開発省）と協力し以下のような施策を検討中である。

(１) 州レベルでの保証機関の設置

　地方の中小企業のニーズに対応すべく、今後スーリア、ララ、タチラ、ボリバル等の

各州において信用保証機関の立ち上げを予定している。現在各州と個別に相談している

段階。

(２) 再保険制度の構築

　信用保証システムの拡充により、保証額、保証件数が増大すれば、それだけ保証機関

のリスクも高まるため、今後信用保証機関の上位に位置する再保険機関の設置を検討し

ている。リスク分析や財務分析、人材育成等の面において、スペイン国際協力庁に技術

支援を要請している模様。

２－５－６　FONCREI（FONDO DE CREDITO INDUSTRIAL：工業基金）

●日時・場所　：6 月 13 日　10：30～12：00　FONCREI オフィス

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：
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FONCREI の概要

　FONCREI は主に中小製造業を対象に長期・低利の融資を行う政策金融機関であり、設立 26

年を迎えている。昨年までは製造業に対象が限定されていたが、昨年設置法（通称 FONCREI

法）が改正され、中小企業全体（対象サブセクターとして流通、サービス等を含むが、具体的

には生産貿易省との協議を通して今後決定する予定）に融資可能企業が拡大された。スタッフ

総数は約 150 人であり、総裁の下に各部門の director および業界団体の代表者等からなる意

志決定機関としての理事会がある。融資の原資は政府拠出（1974 年に５億ドルを拠出)、利子

収入、IDB、CAF 等国際機関の融資等からなっている。

融資の仕組み

　ヴェネズエラでは、民間金融機関は短期の融資のみしか行わず、FONCREI は長期の貸付を行

う唯一の機関である。FONCREI は第２銀行として位置付けられており、そのシステムは以下の

とおりである。

・企業より銀行に融資の申し込みがなされ、銀行は FONCREI に案件を取り次ぐ。

・FONCREI が案件の審査を行い、銀行に対し融資を行い、銀行を経由して FONCREI の資金が企

業に貸し付けられる。

・銀行から FONCREI に対しては、企業が銀行に対し支払う金利にさらに上乗せされた金利が支

払われる。

・債権にかかるリスクは 100％銀行が負担し、仮に貸付企業の債務不履行が発生した場合には、

銀行は FONCREI に対し債務を負担する義務がある。

・FONCREI は融資先企業の経営に関し直接アドバイスとサポートを行い、返済能力の維持に努

める。

　中小企業にとっては、銀行から借り入れるよりも長期（最長 15 年）かつ低利の融資（市中

銀行の 80％の金利と定められている）が受けられる、各種の支払い猶予が受けられる等のメ

リットがあり、銀行にとっては自ら融資することができない長期の資金を FONCREI が提供して

くれるメリットがある。FONCREI 自身としては、リスクを負担することなしに利子・手数料収

入が得られる仕組みとなっている。

将来展望

　既に設備近代化や環境対策、創業支援、ファクタリング等、企業の目的やニーズに応じた

様々な融資スキームやサービスを展開しているが、今後は企業に対する技術支援サービスやベ

ンチャーキャピタル、工業団地活性化等、中央および地方政府と協力を深めながら、総合的か

つ政策的に中小企業をサポートする機関として事業を拡充していきたい。
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２－５－７　ヴェネズエラ工業連盟（CONINDUSTRIA）

●日時・場所　：6 月 13 日　14：00～15：00　CONINDUSTRIA 内会議室

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　JICA 側より今回訪問の目的を説明の後、活動内容及び中小企業支援策について質問した。

［CONINDUSTRIA 説明］

組織及び活動内容について

・ヴェネズエラの工業連盟の中では１番大きく、ISO9000 も取得しており、38 セクターの工業

会議所、９地方会議所、32 大企業、中小企業などが会員である。

・informal sector を含まないヴェネズエラの産業は約 9,000 業種あり、そのうち約 3,900 の

産業をカバーしている。石油以外の産業のうちの 90％、非伝統産業では 100％の代表として

機能しており、経済政策に関する政府への提言を通して組合員である企業の周辺環境を整備

し、また製品品質の向上を通して競争力を高めることを目的とする。

・組織は、貿易部、産業競争力部、経済産業分析部等があり、理事のうち何人かは州、セク

ターの代表者である。

・サービス内容は、貿易、人材訓練、統計・経済分析、競争力向上、インフォメーション、労

働委員会、技術指導等がある。

・メンバーfee は、各企業が会議所に支払い、各会議所から CONINDUSTRTIA に支払われる仕組

みになっている。

支援内容について

・中小企業の定義としては、５～99 人の労働者を持つ企業のことを指し、主な支援は、中小

企業に対するコンサルティングである。

・コンサルタントは現在 105 人（AOTS のプログラムにより日本で研修を受けた者も含む)、分

野の専門家がおり、企業の診断結果に合わせてコンサルタントのマッチングが行われる。

・コンサルタントサービスは、メンバーであってもなくても無料で受けることが出来る。

・今後の目標として、①３年以内の 450 人のコンサルタントの育成、②サプライヤー、技術、

輸出部門などで３年間で 11 のコンソーシアムの設立、③インターネットを使った技術開発、

④企業とコンサルタントのマッチングシステムを考えている。

・調査活動の結果、競争力のある分野としては、化学、プラスティック、アパレル、繊維、冶

金、グラフィックアートの５分野に潜在競争力があることが分かったため、この結果を受け

て上述の４つのアクションプログラムを策定した。

その他

・４年前から工業政策の策定と実行に関わっており、政府とは密接な関係がある。今後は、中
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小企業の輸出促進のための国家基金を創設し、政府と CONINDUSTRIA での運営や、総合的な

中小企業対策の策定などを予定している。

・金銭、コマーシャル等技術的支援のためのパートナーシップを結びたい。

・Inter American Investment Bank から協力を受けており、ＩＤＢとも緊密な関係にある。

・日本の政府から中小企業の国際化のための支援をしてもらうのは重要であると考えている。

・貿易関係のコンサルタントの育成を行っていきたい。

２－５－８　米州開発銀行（IDB）カラカス事務所

●日時・場所　：2000 年 6 月 15 日（金)　11：30～12：30　IDB カラカス事務所

●出席者　　　：Rafael Cortes Ojeta, Especilasita Sectoral Naional、

下山（外務省)、藤田（通産省)、岩瀬（IMG）

●主な協議事項：

ヴェネズエラの SME 振興に関する IDB のプログラム

・基本的に SME セクターを直接的に支援するプログラムはやっていない。これまで Multi－

Sectoral Program の中で FONCREI のような第２銀行への融資などの間接的な支援を行って

きた。FONCREI の融資返済は完了しているが、大統領選挙後に次の新たな融資などの動きが

出てくる可能性はある。SME を間接的に支援するプロジェクトとしては、SME インキュベー

ションに関するプロジェクトがある。メリダ州のハイテク・セクターやアラグア州の伝統的

金属産業などに対して、IDB グループの MIF が支援を行うものだ。どちらのケースも州政府

が中心となってプログラムを運営している。この案件の担当者は現在、ワシントン本部に出

張中で今後、さらにプログラム強化などの方針が出てくるはずだ。

・日本がヴェネズエラの中小企業振興/輸出振興のスタディを行うことは非常に重要だ。ヴェ

ネズエラ政府はこの分野において、まだまだ知識・経験不足でノウハウがない。本格調査で

セミナーなどが行われるなら IDB も積極的に参加したい。

IDB のマイクロ・エンタープライズ支援

・IDB としては SME セクターよりも、マイクロ・エンタープライズの支援を行っている。IDB

の Special Operations Fund を利用して、15 のマイクロ・ファイナンス NGO を支援するプ

ロジェクトを行ってきた。たとえば、Fundacion Mendoca と関連する他の６つの NGO、CESAP

と関連する他の６つの NGO に対して、それぞれ 15 万ドルのグラント（供与）と 50 万ドルの

20 年ローンを融資を行った。NGO を通した資金提供と技術援助を行うことで、マイクロ・エ

ンタープライズの支援を行っている。来週、さらに FUNDET（別の NGO）に対して 10 万ドル

のグラントと 20 万ドルの融資を決定する予定である。

・ EU の資金を利用したマイクロ・エンタープライズ支援も行っている。 Social
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Entreprenership Project と称するもので、パリア州のカカオを利用した加工設備をつくる。

この地方のカカオを世界でも最高品質のもので、25 万ドルのグラントと 50 万ドルの融資を

行っている。

・マイクロ・エンタープライズに関連する公的金融機関はヴェネズエラに２つあり、両者に対

して IDB は支援（融資）を行っている。一つは大蔵省の管轄にある Banco de le Pueblo で

IDB グループの Inter－American Investment Corporation が支援している。もう一つは

Bangente(Banco de la Gente Eprendedaula： 99 年２月設立、日本の国民金融公庫？)であ

り、IDB グループの MIF が、CAF や Profund International、Accion International（特殊

国際機関）とともに、支援している。Bangente では 5 人のオーナーが集まって共同での事

業活動を行う際に、1000 ドルずつを融資するような活動を行っている。

２－５－９　ヴェネズエラ零細中小企業連盟（FEDEINDUSTRIA）

●日時・場所　：2000 年 6 月 16 日（金)　9：00－10：30　FEDEINDUSTRIA オフィス

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

組織・機能、及び中小企業の現状などについて

・全国約 11,000 企業（中小・零細）を参加に抱える最大の産業連盟。加盟会社の従業員規模

は５－400 人で平均 20 人程度である。22 の州別組織と 32 のセクター別組織を傘下に置く。

３ヶ月に２度、センサス調査を行うとともに中小企業がグローバル市場で競争していくため

の各種スタディや提言を行っている。

・ヴェネズエラ経済は石油セクターと（非石油）中小企業セクターの二重構造となっており、

石油輸出のために決定される為替の過大評価によって輸入品が安く国内市場に流入し国内の

中小企業にとっては厳しい状況が続いている。過去２年間に相当数の企業が倒産した。中小

企業が適応できない速さでグローバル化と市場開放が進んでいる。

・ヴェネズエラの強みは一次産品が豊富にあることで、これを利用した加工度の高いものがで

きれば理想だ。ただ、これまで市場ニーズが何かという理解が不足するとともに、特定分野

に集中・焦点をあてる、というやりかたをしてこなかったため付加価値の高い裾野産業が

育っていない。石油から 3,000 以上の派生品ができるのだからよく研究して、特定分野に技

術・資本を集中的に投下すべきだ。したがって特定分野で中小企業を地理的に集めてセク

ター化を図ることも必要だ。
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・中小企業金融についてもいろいろな提言を行ってきた。FONCREI と関係があるし、SOGAMPI、

CORPOINDUSTRIA（すでに解消）などは FEDEINDUSTRIA の提言に基づいて設置された機関だ。

最近、BIV とともに企業向けのクレジットカード・システムをつくった。短期の運転資金を

まかなうためのもので５月にスタートして 233 の申請と約 15,000 ドルのクレジット供与実

績がある。

・FEDEINDUSTRIA の活動の一貫でコンサルタントによる企業診断・起業支援なども行っている。

起業家に対してビジネスプランの作成支援、金融機関の紹介などを行う。しかしヴェネズエ

ラでは起業手続きが法制度の面からとても煩雑で、多くの役所に行かなければならない、労

働者保護の規制が強い、などベンチャーに対する促進体制ができているとはいえない。

２－５－10　大蔵省

●日時・場所　：2000 年 6 月 16 日（金)　11：00－12：30　大蔵省オフィス

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

組織・機能、及び中小企業政策などについて

・ヴェネズエラでは新しいスキームの工業政策を進めている。｢雇用の確保」と「民主化」が

重要な目標だ。この一環で産業の金融・財務システムの強化も重要な課題であり、大蔵省は

中央・地方の公共（金融）セクターへのファイナンスの調整を行っている。

・中小企業金融の今後の中心は２階建て銀行になると考えている。実際には FONCREI 一つしか

ないのでこれを今後、強化するということだ。現在、ヴェネズエラには 87 の金融機関があ

るがその内の５つ（ユニバーサルバンク）が資産の 67％を占めている。国のカントリーリ

スクが高く政治不信などもありクレジットラインが増やせないことが問題だが、中小企業向

けの国有銀行を設立する考えは無い。国の保証があれば２階建て銀行の融資拡大ができるの

で、国は保証に専念し融資市場は民間商業銀行に任せる、という方法がよい。

CORPOINDUSTRIA は中小企業振興と金融を行った機関だが組織の肥大化と汚職などにより結

局、解消された。他の地域開発公社なども同様の問題があると認識している。

・現在のヴェネズエラ金融システムの問題は長期の預貯金の仕組みがないことに起因する長期

ローンの欠如だ。最長の預貯金は 180 日間で資金の逃げ足はとても速く年金基金がないこと

もあって３年もののプロジェクト・ローンの供与も難しい。住宅ローンでも５－10 年が最

長というのが現状だ。

・FONPYMI や SOGAMPI などの保証機構も重要性が増しているが、これまでその法的枠組みすら

未整備だった。最近、銀行監督庁がこれらを監督するという決まりができた。
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・株式市場を始めとする直接金融市場も小規模だ。株式公開をしたくないという文化的背景も

あって今後も直接金融の拡大は難しい。一方で「組合」という形での組織化は可能性がある

と考えている。現在、一次産品→加工→流通という「産業チェーン」をいろいろな分野でつ

くろうとしており、組合結成に関して土地・インフラ関連の税制面でのインセンティブを付

与している。

・アントレプレナーによる新規の起業を促進することも重要だと考えている。フランチャイズ

チェーンによる新規開業などは増えており起業５年間の直接税（法人税・固定資産税など）

減免などのインセンティブを与えている。一方で間接税（地方税：外形標準課税による事業

税など）には踏み込めないため、起業家に対する税制は地域によってマチマチなのが現状だ。

法律はそのままで今後、運用を柔軟に行うことを指導していきたい。

・日本側調査でセミナーなどを開催することは重要だ。日本の中小企業の経験や中小企業が国

際市場に出るためのノウハウなどについては是非、聞きたいテーマだ。

２－５－11　中央銀行（BCV）統計局

●日時・場所　：2000 年 6 月 16 日（金)　15：00－16：30　BCV オフィス

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

組織・機能および統計などについて

・中央銀行では３つの種類の統計を把握しさまざまな手段（スペイン語のホームページを含

む）を通じて公表している。①GDP 統計、②国際収支統計、③物価・金利・為替などの金融

統計で、いずれも四半期と年次の統計だ。それ以外に商業販売額（卸売・小売）の把握や企

業アンケート調査などを行っている。中小企業関連では生産性指数・稼働率指数、金利や貸

出に関する指標などをとっているが、網羅されているとはいえない。産業連関表は BCV 経済

研究局で調査・推計している。

・製造業に関しては大企業・中小企業の２階層に分けて生産量、出荷額のインデックスのみを、

毎月、捕捉している。実額は OCEI データをもとに年次データのみを把握している。大企業

はセンサス調査を行うが中小製造企業は約 15,000 の母集団から 1,000 社程度のサンプリン

グによる調査を行っている。97 年に企業母集団を改訂した。

・ヴェネズエラ統計法は 1944 年施行のもので古くなっており現在、新しい法案を審議中だ。

企業による各種統計の提出義務はあっても罰則はないというのが現状である。
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２－５－12　中央情報統計局（OCEI）

●日時・場所　：2000 年 6 月 19 日（月)　9：00－10：30　OCEI オフィス

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

製造業および SME 関連で調査している統計・情報について

・OCEI では工業全般について、①１年に一回の工場アンケート調査（年度調査）と②３ヶ月

に一度のアンケート調査（四半期調査）を行っている。どちらも工業のサブセクター別に売

上額・付加価値額・労働コストなどについて、調査している。貿易額については定性的な調

査項目があるだけで、輸出入額に関する定量的な把握は行っていない。

・調査はヴェネズエラ全体についてのもので、地域別の調査・データ整備は行っていない。登

記済みの全国の企業（中小製造企業の母集団は約 10,000 社）から四半期調査では約 500 社、

年度調査では約 3,000－4,000 社を統計的サンプリングにより抽出し、調査対象企業としている。

・アンケート調査は、調査対象企業に対してまず調査票を郵送し、OCEI のアンケート担当官

が各企業に対して、訪問回収調査を行う。アンケート担当官の教育が必要で、相当のコスト

と時間をかけている。

・調査結果については年度調査の結果を中心に OCEI の公式統計として出版している。年度調

査の出版物では 97 年度版が最新だが、現在、98 年度データを処理中である。

→（注）主要統計・出版物の提供を依頼し、了解を得た。

・調査における中小企業の定義は「従業員 100 人以上が大企業、100 人未満が中小企業」であ

る。今後、従業員数区分（250 人に？）や納税額（法人所得額）によって、分類するなどの

改善策を検討中である。

OCEI の組織と日本側本格調査時の協力体制について

・OCEI は企画開発省（MPD）の直属機関である。日本の本格調査に際して、企業データの入手

方法・調査方法・分析などにおける協力ができるものと思う（上司と相談するが、というコ

メント)。

・ヴェネズエラと日本の共同調査ということになれば、日本側の中小製造企業に対する調査案

が固まった段階で、その調査内容を OCEI の実施する調査に含めてしまう、という考え方も

ある。これも調査内容・ボリュームなどによるが、上司と相談してみてもよい。

・日本側のアンケート項目（日本側のプロ形調査・企業向質問表を提示）を OCEI が実際に行

う場合、どの程度の工数がかかるか、検討してみる。

・企業アンケート調査を行う民間調査会社はかなりある。もっとも有名なのは DATANALYSIS 社

だが、かなりのコストを要求されるのではないか（同社を別途、訪問した)。
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・94 年に「工業センサス」を実施しており、次回は 2001 年に予定している。

→94 年工業センサス（統計表）の提供を依頼、了解を得た。

・産業連関表の作成は OCEI の担当ではなく、中央銀行のマクロ経済部か国家会計部の担当で

ある。

２－５－13　投資推進協議会（CONAPRI）

●日時・場所　：2000 年 6 月 19 日（月)　11：00－12：30　CONAPRI オフィス

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

組織・機能について

・1990 年設立の官民共同出資による独立した投資促進機関（法的には民間機関)。政府では

生産貿易省、大蔵省、エネルギー／鉱業省、中央銀行が出資。民間ではトヨタ、三菱商事、

ＢＨＰ（豪）なども出資（三井物産は脱退したとのこと)。年間 80 万ドルの運営費は民間に

よる年会費（80％)、政府機関による年会費（10％)、事業収入（10％）によって賄われてい

る。

・主な事業は、①潜在的な（ヴェネズエラへの）投資家に対するサービス、②投資環境の整

備・改善、の２つである。マクロ経済政策や為替政策などについても提言をしている。ス

タッフは 25 名。

・1999 年は政治的・経済的体制の大きな変革の年であり、多くの法的整備がなされた。改正

された主な法律は次のとおり。①所得税法、②金融法、③手続きの簡略化に関する法律、④

個別産業法、などである。

・一方で 99 年は GDP 成長率がマイナス 7％になるなど経済的困難の時でもあった。しかし、

2000 年に入り事態は好転しており、失業率は 15％から 13％にまで改善している。

・法改正によって、中小企業を中心とする税制の優遇措置が強化された。農業分野は所得税を

免除、中小企業についても設立から５年間は優遇する、などの措置がとられている。付加価

値税の減免もある。

・製造業の特定業種や特定地域に対しては、さらに優遇策がとられている。たとえばボリバル

州におけるアルミ産業の戦略的提携について、各種の優遇策がとられている。

・政府、特に生産貿易省とは日常的にコンタクトをとっている。生産貿易省ではラモン・ロサ

レス次官が１年半前に就任してから、多くの改革に取り組んでいる。

・SME 関連ではベンチャー育成事業に注力している。95 年から EUROCENTRO を通じた EU の協力

によって、農業、メディア/テレビ、石油・ガス、容器関連の起業家を育てるためのセミ
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ナーやカンファレンスの開催、ミッションの派遣などを行っている。

・CONAPRI が直接、金融業務を行うことはしない。SME 向けには BANCOEX や他の政府系金融機

関がこれを行っている。他に輸出促進を行っている機関としては AVEX（民間機関）がある。

●所　感：

・プレゼンテーション（英語）は極めて明快で、投資促進を行う機関にふさわしいスタッフを

揃えている。本格調査において、投資・貿易に関する現状把握と政策提言などにつき、情報

収集・意見交換をしていく上で、重要な機関と認識する。

２－５－14　ヴェネズエラ工業銀行（BIV）

●日時・場所　：2000 年 6 月 19 日（月)　15：00－16：30　BIV オフィス

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

BIV の機能について

・ヴェネズエラ銀行法とヴェネズエラ工業銀行法（99 年 10 月に改正）によって規定される国

営銀行。約 37 年間、活動している。一部の州を除き全国に 72 の支店を有する。ホールディ

ング・カンパニーである本部の下に地方組織（地域銀行）を有していたが、90 年以降、多

くの地方組織を分割・民営化により売却した。したがって、現在の総資産は約 1.7 億ドルで、

さほど大きな規模ではない。

・融資には BIV 独自のものと、FONCREI や SOGAMPI と提携した融資の２種類がある。１社あた

り 150 万ドル、担保価値（できれば不動産）の 70％までの融資を行う。BIV 単独の融資では、

融資額と同額の時価ベースでの担保を要求する。FONCREI が BIV を通した２ステップローン

を行うこともある。また SOGAMPI の保証がつく場合にはよいが、それが無い場合は２％の保

証料を要求している。現在の融資はほとんど大企業向けで 55 企業に融資総額の 70％以上を

貸し付けている。融資は３年 MAX の短期資金融資のみである。現在の金利は 25％（一般商

業銀行は 29％）で、３ヶ月間の元利返済猶予、さらに３ヶ月の金利返済猶予期間を経て返

済をしてもらう。

・中小企業向けの融資は７－８ヶ月前から始めたばかりで、まだこれからである。政府が現在、

中小企業対策に力を入れているので、できるだけやっていきたい。中小企業向けには最近、

改正されたヴェネズエラ工業銀行法の規定により５年までの融資が可能となっている。

・製造業セクターでの主な貸出先は靴、アパレル産業などである。一部に金属製品、プラス

ティック製品向けの融資もある。短期資金なので主に原材料調達などの運転資金のカバーな

どに利用される。
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・開発担当の局には約 100 人のスタッフがいる。その内、約 10 人が融資審査などを行うプロ

フェッショナルで他に 20 人ほどのアナリストを有する。局内には中小企業、工業融資（大

企業)、農産物・農産物加工、建設・観光、公共部門（石油）を担当する５つのセクション

がある。

２－５－15　科学技術研究審議会（CONICIT）

●日時・場所　：2000 年 6 月 20 日（火)　9：00－10：30　CONICIT オフィス

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

組織・機能について

・CONICIT は科学技術省（最近、新設された）に属する技術振興機関である。工業技術調査部

があり生産セクターと政府との橋渡しをするとともに中小製造業の技術投資に対する融資

（ファイナンス）機能も行っている。５－６年前まではアカデミックな分野への支援を中心

にしていたが徐々に生産（応用）部門への支援にシフトしている。CONICIT 全体の人員は約

360 名である。国家予算が大部分で一部、プロジェクトによる収入などがある。

・工業技術調査部は主に３つの機能を果たしている。①技術革新プロジェクトの促進・調整、

②プロジェクト評価、③プロジェクト・フォローアップである。部長の他に３人のリーダー

と７人のプロフェッショナルと若干の秘書がいる。

・融資は技術開発のための投資に限定されたもので生産設備保有のための設備投資に融資する

ことはない。融資対象は①Ｒ＆Ｄ、②生産に関する（大学や民間の）技術センター、③技術

ベースを有する起業資金、④工業特許取得、⑤専門化した技術研究、⑥各種支援サービス、

⑦生産チェーンの研究に関連する生産性向上、の６つに関連するものである。

・支援を行う重点セクターは科学技術省の指示で決まっており現在は①農業・食品加工（カカ

オ・米・パーム油・砂糖キビ等)、②木材、③プラスティック、④石油化学の４分野で、融

資の約 70％がこれらに当てられる。残り 30％の融資枠はフリーで革新的要素のあるプロ

ジェクトに融資する。

・融資プロセスは①企業(グループ)からの融資申請、②初期調査委員会（４人）による審査、

③技術員１名による詳細審査、④民間金融機関、公的金融機関、民間コンサルタント、

CONICIT、生産貿易省の各メンバーで構成する技術産業委員会での最終審査で決定する。金

利は法律で 12％(固定)と定められている。１年間の元利返済猶予、２年目の金利支払猶予

の後、５年間で返済する。

・CONICIT としては中小企業支援が基礎的で重要なものと認識している。97 年に技術（アン
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ケート）調査を実施しており中小企業の技術開発能力を把握している。これをもとにすれば

「中小企業は技術の重要性を理解していない。機械を買うことが技術だと思っている」が技

術強化は人材・マネジメントを含めたシステマティックなアプローチが必要であると強調し

ている。CONICIT のプロジェクトでは人材教育・TQC・リーンマネジメントなどを中心に運

営している。

・CONICIT にはいくつか地方組織があり、たとえば FUNDACITE グアヤナではグアヤナ開発公社

(CVG）と一緒にチーズ生産者を集めた技術強化プロジェクトを行っている。このボリバル州

でのプロジェクトは全国的に行う酪農プロジェクトの第１号である。

・日本側プロジェクトには CONICIT としても大いに興味があり、CONICIT が何らかの形で参加

することも考えられる。プロジェクトの詳細が固まり具体的なプロジェクトとなれば

CONICIT 自身の予算措置をとった参加も可能だ。スタディにあたっては中小企業全体を一般

化すべきでない、アジア諸国の経験を参考にする際に文化人類学的な背景を無視してエコノ

ミスト的視点のみでものを見るべきでない、といった点に注意をする必要があるだろう。

２－５－16　高等経営研究所（IESA）

●日時・場所　：2000 年 6 月 20 日（火)　11：00－12：30　IESA オフィス

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

組織・機能について

・IESA は MBA コースと公共政策のマスターコースを有する大学院大学。マスターコースは 1

学年 100 人で合計 200 人。その他にのべ 500 人がファイナンスやマーケティングなどの専門

コースを履修している。約 60 名の教員とその他にリサーチャーを有する。

・中小企業関連でも多くの研究を行っており現在、SME マネジメントのコースをつくることも

検討している。90－94 年にかけては SME 製造業の研究を行い約 450 社の SME を研究すると

同時に政策提言を含む書物として出版した。現在、英国の大学の協力を得て「エンタープラ

イズ・ヴェネズエラ」という中小製造企業 10 社の技術革新に関するパイロット・プロジェ

クトの企画をつくり生産貿易省に予算の要請を行っている。

・工業調査や技術調査においても CONICIT や OCEI のアドバイザーとして多くのプロジェクト

を手がけている。またスイスに本拠を置く世界的な SME 促進機関（NGO）の FUNDES とも共同

作業を行ったりしている。FUNDES の事務局長は前 CORPOINDUSTRIA 総裁の Leonard Pisani

が務めている。

・スリア州の競争力調査やモナガ州のプロジェクト、ヴェネズエラ・コンペティティーバとの
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共同の競争力調査なども行っている。カラボボ州のプロジェクトでは自動車部品、電気ケー

ブル、食用油を含む５つの製造業セクターのスタディを行い、約 250 社の企業 DB を構築し

た。

２－５－17　ヴェネズエラ競争力協会（Venezuela Competitiva）

●日時・場所　：2000 年 6 月 20 日（火)　14：00－16：30　Venezuela－Competitiva オフィス

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

組織・機能について

・公的信託基金の運用益を利用する NGO。７名のパートタイムの専門家が運営している。93 年

半ばに活動を開始しヴェネズエラ国で実際に動いている機関やプロジェクトを支援している。

他の組織との共同プロジェクトのみ行い単独で事業を行うことはない。CONICIT と３つの州

で技術能力調査なども行っている。

・４つの主な活動方法を開発した。①セミナー：各種セミナーがあるが、一例として「金を稼

ぐために輸出する」というセミナーがある。輸出したくても輸出経験の無い小規模・零細企

業が対象で BANCOEX と共同で 99 年・2000 年に事業を行っている。②競争力ある会社にする

ための実践ガイド：本やビデオの編集・販売とワークショップによる実践的ガイド。③INDI

－C プロジェクト：公式統計を読みこなした上で実際の意思決定に使えるデータに加工して

四半期に一度、出版する。OCEI と共同で実施している。ヴェネズエラでは「使える公式

データ」があまり無く付加価値の高い情報に対する需要は海外を含めて多い。貿易（輸出

入)、CPI、製造業セクターの情報などを加工して判断しやすい指標として整理している。④

“Exito Venezuela”: 成功者の体験を本にするプロジェクト：当協会活動の中で最も有名

なもの。130 の事例の分析をもとに競争力の源泉について６分野で毎年、本を出してきた。

さらにこれを利用した啓発セミナーを開催している。IESA と協定を結んでさらに詳細な分

析を行ってビジネススクールの教材にするなどの取り組みを行っている。

・ヴェネズエラの統計の質は高くない。数字を使って仕事をするという習慣・文化が無いのが

問題だ。GDP 統計の漏れもかなりある。また１－５人の零細企業に関するしっかりとした

データが無いのも問題だ。

２－５－18　世界銀行カラカス事務所（IBRD）

●日時・場所　：2000 年 6 月 20 日（火)　17：00－18：00　IBRD オフィス

●先方出席者　：面談者リスト参照
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●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

IBRD のヴェネズエラ SME 支援の状況

・IBRD によるヴェネズエラ SME 支援はほとんど行われていない。SME よりもマイクロエンター

プライズ（零細企業）を対象とするプロジェクトの構築を現在、検討中だ。石油公団

(PDVSA）の要請を受けてヴァルガ州を始めとする石油関連労働者の失業対策としてのマイク

ロエンタープライズ支援を検討している。

・今日、ワシントンからのミッション（面談者を含む）がヴェネズエラ側との第１回目の会合

を持ったところだ。各州の石油関連労働者に対する教育訓練・融資・ビジネス環境の整備な

どを通じたマイクロエンタープライズ支援を考えている。今年末にプロジェクトが開始され

る可能性がある。

・IBRD はヴェネズエラの国民銀行バンヘンテ（Bangente）ともコンタクトがあり、マイクロ

エンタープライズ支援についてはバンヘンテとの連携を考えていく。さらにスイスに本拠を

置く金融に強い NGO の FUNDES との共同作業なども検討している。

２－５－19　カラボボ州政府経済開発局（SEDEC）

●日時・場所　：2000 年 6 月 21 日（水)　9：00－10：30　SEDEC オフィス（ヴァレンシア市)

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

カラボボ州概況

・4,650km2 と面積は最小だが 200 万人の人口と製造業の集積が最も進んだ経済の中心地。のべ

8,000ha に 60 の工業団地があり、州内の工業シェアは 46％を占める。95 年に中央政府から

運営を移管されたヴェネズエラ最大の港、プエルト・カベージョ（Puerto Cabello）を有し

輸出基地になっている。南米最大の火力発電所や多くの大学・職業訓練所なども有している。

・プエルト・カベージョでは年間 45 万トンのコンテナと 1000 万トンのバルク貨物を扱い、

ヴェネズエラの輸出カーゴの 80％を占めている。プエルト・カベージョはヴェネズエラの

４州とコロンビアの３州が利用している。カラボボ州はアンデス共同体向け輸出の 60％と

ヴェネズエラ製造業雇用の 22％を占めている。

SEDEC の組織・活動の概況

・SEDEC は 50 人のスタッフを抱える州政府経済開発局。工業のほかに観光・鉱山（エネル

ギー)・農牧関連のプロジェクトの調整を行う。政府は情報整備をして民間活力を生かして、

企業競争力強化・輸出促進・投資促進を図ることを意図している。中小企業関連では以下の
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いくつかの重要なプロジェクトがある。

・第一は PTG と称する中小（製造）企業マネジメント変革プログラム。６年間のプロジェクト

ですでに５年が経過した。IESA によるカラボボ州競争力調査に基づいて戦略セクターを決

め、その中から 466 社を選定して「技術に投資する文化を育む」という視点で企業診断とコ

ンサルティングを行っている。すでに 165 社が企業診断・コンサルティングを受けた。企業

診断・コンサルティングは地元企業 32 社が行い、コストの内 75％を州政府が払い、残り

25％を当該企業が負担する。これまでに約 200 万ドルの予算を執行した。

・第二は輸出振興のための「中小企業による輸出コンソーシアムの形成｣。企業間のパート

ナーシップという新しい文化をつくることが目標だ。コンソーシアムを形成すべきセクター

は戦略的に決めており、これまでアパレルと食品の２つのコンソーシアムをヴェネズエラで

初めて形成した。今後、化学・プラスティック・金属機械の分野に広げていく予定。輸出促

進プログラムとしては他に情報ネットワークの整備や輸出先の開拓などを行っている。各企

業のマーケティング力や技術力の強化を行うと同時に EPZ を形成するなどして、輸出促進を

図っていきたい。

２－５－20　カラボボ州品質生産性本部（CEPROCA）およびカラボボ州中小零細製造業者会議所

(CAPEMIAC）

●日時・場所　：2000 年 6 月 21 日（水)　11：00－14：00　CAPEMIAC オフィス

(ヴァレンシア市)

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

CEPROCA と CAPEMIAC の組織

・CEPROCA は技術・生産性の向上を図るための州内製造業者による非営利の組合。約 10 年の

歴史と約 80 社の参加企業を持つ。これまでに参加企業の調査や企業診断をはじめ種々の情

報を有しているので日本側調査への協力ができると思うし積極的に支援したい。CAPEMIAC

は FEDEINDUSTRIA のカラボボ州支部であり、多くのセクターによる産業連盟であり、25 年

の歴史と約 500 社の参加企業を抱える。

中小企業の抱える課題と支援の方向性

・カラボボ州製造業の技術的課題についてはスペイン政府の協力によって CEPROCA が実施した

調査レポートがある。SEDEC による PTG プロジェクトでも強調しているが、生産性や品質を

さらに向上させようという企業の意識強化が重要であると同時に、ハイテク技術や NC マシ

ン等の高度な設備も必要だ。日本のプロジェクトにおいて一般的な資金援助などが得られる
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とありがたい（JICA 開発調査の性格を説明し、そのような性格のものではないとの理解を

得た)。

・ヴァレンシアでは米国ビッグ３が立地するなど自動車産業が重要な位置を占めている。多く

の自動車関連中小企業は完成車メーカーとの取引を望んでいるが設備や技術が古く、新技術

導入の資金的・技術的手段が無い。金利が高く技術導入のための融資は非現実的だ。中小は

大企業と違って JV による技術移転は難しい。ビッグ３との取引がある企業から知識や能力

の部分的な移転をしているが、もっと組織的な対応が必要だと思う。

・輸出に関してはドローバック（輸出保証金）の返還が３年かかるなど金融面で輸出を抑制す

る制度となっている。融資を受ける際には借入金の２倍の担保を必要とするなど現状の課題

は大きく、中小企業振興のための新しい制度が必要だ。

２－５－21　アラグア州商工会議所

●日時・場所　：2000 年 6 月 22 日（木)　9：00－10：30　商工会議所オフィス（マラカイ市）

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

アラグア州概況

・7,000km2の面積に 140 万人の人口。金属関連 71 社、自動車関連 26 社を有しヴェネズエラ製

造業に重要な位置を占める。アラグア州の企業数はで約 1,000 社あり 43,000 人の雇用を持

つ。２年前には雇用数が 60,000 人で雇用は減少している。内、中企業が約 300 社 8,400 人、

小企業が約 460 社 3,400 人である。中小企業の重要セクターとしては金属機械、化学、繊維、

木材、食品、セメントなどである。

中小企業の抱える課題と支援の方向性

・日本側調査に対する期待は長期にわたる一般的政策に関する調査と政府への提言だ。中小企

業に関する第一の問題は「金融」である。金利が高く変動が激しいためにリスクが高くて融

資を受ける気にならない。日本側調査において金融問題について政府に提言をしてほしい。

・｢技術」に関する問題もある。ヴェネズエラの労働者はコストが安く意欲もあるがスキル

ド・ワーカー（熟練労働者）とは言いがたい。現在ある（遊休）設備の有効活用や既存工業

団地の活性化なども必要だ。製造業に関してはアラグア州とカラボボ州に集積があるので、

工場診断や現状調査による日本側コンサルタントのアドバイスを期待したい。

・鉄鋼加工品製造関連では課題が３つある。第１は為替の過大評価の問題。鋼材国内価格は国

際マーケットに比べて高い。高い鋼材を加工しても輸出競争力のある製品はできない。第 2

は内需が小さく規模の経済が働かないために生産コストが相対的に高い。第３はヴェネズエ
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ラの治安面の問題。原材料や製品が工場ヤードや港でよく盗難にあう。セキュリティにかか

るコストが高くなる。

・化学・プラスティック関連で言えば、メキシコに石油化学産業があるのに対してヴェネズエ

ラではポリエティレンや各種触媒など中間材料を輸入しなくてはならない。この分野での日

本の投資による産業構造の高度化を期待したい。

・日本側調査で必要なデータは商工会議所にかなりあると思う。これらの提供はいつでもでき

るので会議所とうまく連携をとった調査をして生産貿易省に対して良い提言をしてほしい。

これまで政府は中小企業に対して何の対策もとってくれなかったが、日本政府に調査依頼を

出したことは評価できる。

２－５－22　アラグア州経済技術輸出開発審議会(CODET)

●日時・場所　：2000 年 6 月 22 日（木)　11：00－12：30　CODET オフィス（マラカイ市）

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

組織と活動

・CODET は４年前にできた州政府の組織。現在 12 名のスタッフにより 100％政府予算によって

運営している。アラグア州の製造業は中小企業で成り立っているもののグローバル経済化で

厳しい競争環境に置かれている。95 年にあった 1,540 の中小企業が 99 年には 1,160 にまで

減少した。中小製造業の構造と基盤は弱く雇用も減少していることから憂慮している。

・中小企業活性化のプログラムをいろいろと行っている。第１は IDB の支援を活用した「競争

力強化プロジェクト」だ。コンクールで選定した 10 企業でパイロット・プロジェクトとし

て工場診断・改善を行った。地元のコンサルタントが実施したがその結果、マーケティング

や技術に問題が多いことがわかってきた。この過程で８社が ISO9000 を取得したいというよ

うになるなど、プロジェクトによって意識改革が進むという効果が出てきた。このプロジェ

クトの第２フェーズとして工場診断・改善をモデル化して全体の 10％の企業に適用するこ

とを考えている。

・第２が新産業創出プロジェクトだ。IDB の支援（100 万ドル）を受けてヴェネズエラ政府

(100 万ドル）の出資により伝統技術と新技術を強化する SME インキュベーション・セン

ターをつくる予定。大学と企業との連携がこれまで無かったことを意識したものだが、IDB

との折衝を含めてこのプロジェクトは現在、凍結状態となっている。他に民芸品を中心とし

た輸出市場アクセス・プロジェクトなども行っている。

・CODET の重要な機能として輸出促進がある。生産貿易省のスタッフが CODET に派遣されてお
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り、ここで原産地証明を出すことができる。また企業/製品データベースがあり、これを元

にした上で各国にミッションを派遣するなど輸出促進/投資促進を図っている。

２－５－23　外国投資監督庁（SIEX）

●日時・場所　：2000 年 6 月 23 日（金)　9：00－10：30　SIEX オフィス

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

組織と活動

・SIEX は生産貿易省工業局に所属する機関。元は大蔵省の機関だったが組織改正で生産貿易

省の管轄となった。主な機能は①海外直接投資（FDI）の登録、②海外からヴェネズエラへ

の技術移転の登録、の２つ。これら機能は法律で規定されている。36 名のスタッフがおり

ほとんどが技術（ライセンス）登録に従事している。投資促進を最近になって重視し始めて

おり、政府の承認を経て近々、５人の専任スタッフを増強予定。

・関連する機関としては SAPI（特許庁：パテント／商標登録）や PDVSA（ペデベサ：石油関連

の海外投資を調査・監督)、CONAPRI などがあり情報交換を行っている。

・投資については原則「内外投資無差別」だが、FDI の実際の登録を SIEX でやっている。FDI

の事前審査はなく投資後 60 日以内に登録手続きをすればよい。手続きも早く石油・鉱山・

マスコミ・海運などを除いて投資制限も無いことから手続き上の制約はあまり無いと考えて

いる。投資インセンティブは投資促進保護法によって税制上の特典（所得税の５年間 20％

減免）が規定されている。このように法的根拠のある明快なインセンティブの設定は今回が

初めてである。また適用されたインセンティブは 10 年間有効であるとする「安定性」に関

する規定もできているが、実務上の運用はまだこれからだ。すでに官民合同の審議会によっ

て運用面の規定が作成されており現在、閣議の承認を待っている。

・ヴェネズエラ政府は「市場の失敗」に対して適切に介入する、という立場をとっているので、

日本における重点セクターの強化事例を始めとして提言やセミナーを開催することは大変重要

だ。

２－５－24　グアヤナ開発公社（CVG）

●日時・場所　：2000 年 6 月 26 日（月)　9：00－10：30　CVG オフィス（プエルトオルダス)

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。
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グアヤナ地域の概況

・グアヤナ地方はボリバル州・アマゾナ州・アンリアテグア州・モンガス州・タマクロ州から

成る。オリノコ河という輸送メリットを活かしたヴェネズエラ第２の外貨獲得地域である。

水力発電、鉄鉱石、ボーキサイト、アルミナ、溶解アルミ、フェロシリコン、耐火物、アル

ミ及びアルミ合金（インゴット・アルミ棒・ロールなど)、鉄鋼製品、自動車ガラスなどは

ヴェネズエラの中で中心的な位置を占める。

組織と活動

・CVG はグアヤナ地方の開発・投資促進を行う地域開発公社。元来、同地域における国有企業

の管理を行っていた。現在は他の地域開発公社同様、企画開発省（MPD）の監督下にある。

現在でも資源利用型の企業を傘下に有し総資産は約 320 億ドル。用水・飲料水などの水供給

も行っている。種々のプロジェクト推進にあたって他の地方政府機関・民間とともに計画・

実施・サービス提供を行う。

・事業推進 VP の下に約 27 名のスタッフがおり、製造業（農産加工含む）や観光/サービスな

どの強化に取り組んでいる。①投資促進、②プロジェクト形成/FS/MP/評価、③企業支援の

３つのグループがある。投資促進グループでは FDI を含む大規模プロジェクト支援、起業支

援、M＆A・提携促進などを行う。現在、次の 11 の大規模プロジェクトを推進している。硫

酸、植物性カーボン、窒素肥料、粉鉱回収、多目的バース、24 の観光プロジェクト、ホテ

ル、コンベンション、アルミ形鋼、アルミ用タール加工。CIDOR（国営鉄鋼メーカー）民営

化による雇用吸収のための起業支援を現在、行っている。ホワイト・ブルーを問わず能力評

価→プロジェクト形成→起業支援を行うもので、80 企業がすでに誕生し 388 プロジェクト

が進行中。

・グアヤナ地方の主な（中小）製造業セクターは木材加工・食品加工・民芸品・金属機械部品

などである。アルミ製品の中小企業はあまり無いが（国の中央部に多い)、鉄鋼製品関連企

業（内需対応）は多い。金属機械部品メーカーやそれに関するサービスを行う企業は大企業

のサポーティング機能を果たしているものが多く専門化しているところは鉄鋼製品を除くと

少なく「何でもやる」会社が多い。どの製造企業も現在、稼働率の低迷に悩んでいる。

中小企業支援プログラム

・中央政府(MPC)、州政府、CVG、商工会議所の共同による中小企業総合支援プログラム（エ

ル・パイ・ピメ）を計画している。①3,500 万ボリバルをかけて地域コンサルタントを育成

(現在、コンサルを選定中)、②個別（モデル）企業診断、③設定したテーマに対応する競争

力向上のための改善、④セミナー・ワークショップを通じた経営者の再教育、を行う計画。

これを日本の支援で拡充できるとうれしい。

・｢工業資本財ファンド（FONDIBIECA）プロジェクト」は CVG、MPC、民間セクターがそれぞれ
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出資するファンドで、現在、輸入している部品の内、ターゲットを決めてこれを生産できる

ローカルサプライヤーを育成・強化するプログラム。国の調達プログラムとマッチングさせ

ることで、既存企業の強化・再編成にもつなげたい。グアヤナ地方の大企業サポーティング

を行ってきた製造業の専門性強化につながると考えている。

・｢生産強化プロジェクト」は企業だけでなく関連する機関の協力によって有望商品の品質・

競争力強化を図ろうとするもの。たとえばグアヤナ・チーズに関して、酪農家とチーズ生産

業者、CVG、厚生省、グアヤナ大学、CONICIT が連携をとって品質・競争力強化に取り組ん

でいる。これらのプロジェクトに世銀や IDB を始めとする外部の支援も要請している。

・CVG と生産貿易省は 93 年以降、協定を結んでおり生産貿易省の出張所が CVG 内に置かれて

いる。官民の仲介機関として技術投資・各種優遇措置・輸出許可（原産地証明）事務などを

行っている。

・CVG と MPC による中小企業支援は輸出振興を中心に進めている。大企業はすべて自前で輸出

業務を行ってきたが中小は実務のノウハウが無い。マーケティングのみならず輸出実務は通

関業者にすべて委託している。技術・金融の問題とともに輸出能力の強化が中小企業の課題

で BANCOEX などとともに、強化策を実施していきたい。

・グアヤナ地方の中小企業は最初、自己資産をもとにスタートするがその後、金融機関からの

融資を受けているところも多い。FONCREI や BIV、CVG の融資（7,000 万ドル規模）とともに

２つの（公的）地域金融機関（ボリバル・ファイナンス・ファンドとグアヤナ・リージョナ

ル・ファンド）がある。グアヤナ・リージョナル・ファンドは国営企業の民営化資金を管理

する FIV（ヴェネズエラ投資基金）の資金を利用した融資を行う。SOGAMPI の保証を付けた

融資もでてきており、SOGAMPI の類似機関をつくろうという動きもある。またマイクロ・エ

ンタープライズ向けに５億ボリバル規模の融資システムもある。

２－５－25　ボリバル州商業会議所連合会（FEDECAMARAS）

●日時・場所　：2000 年 6 月 26 日（月)　11：00－12：30　FEDECAMARAS オフィス

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

組織と中小企業の課題について

・グアヤナ地方最大の企業組織（経営者組織）で主に大・中企業の経営者がメンバー。

・中小・零細企業は経営者・労働者ともに教育・技術が足りないと認識している。INCE や工

業学校、中等技術学校もあり INCE の金属関係の卒業生（中等技術者）はかなりレベルが高

いが全般的にはまだまだである。職業訓練やスキルアップ、一般教養を高めるための技術移
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転・教育の制度・システムが必要だ。

・工業団地で未活用のところも多く、アルミや鉄鋼を始めとする資源利用型下流産業の強化な

どによる活性化が必要。自助努力や商工会議所のサポートも必要である一方、技術やノウハ

ウの移転、農産物の輸出促進などで日本の支援があればありがたい。

２－５－26　ボリバル州零細中小製造業連盟（ASOPEMIA)、ボリバル州零細中小企業連盟

(FEDEINDUSTRIA BOLIVAR)、グアヤナ鉱工業会議所（CIMG)、グアヤナ冶金・工

業連盟（AIMM)

●日時・場所　：2000 年 6 月 26 日（月)　14：00－15：30　AIMM オフィス

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

組織と中小企業の課題について

・AIMM は金属機械関連の連盟で鋳物・鍛造・金属機械・機械保守などのサービスを行う企業、

約 90 が加盟している。鍛造関連ではヴェネズエラで最もフライス盤や NC マシンのある地域

であり、ボイラーや圧力容器など金属加工製品（30 万トン/年）の生産も行っている。トリ

ニダード船籍向けの舶用機器の生産もある。現在、この地方ではアルミ下流（たとえば自動

車部品、シリンダーブロック、アルミ容器など）や鉄鋼下流（メッキ製品）の製品加工はあ

まり盛んでないが今後、これらを強化したい。アルミについては上流のアルカサ社が遊休設

備をもっており加工製品の技術をつけることで原材料をフルに活用した付加価値の拡大を図

りたい。中小企業技術援助支援プログラムによって４人のコンサルタントによる品質やマー

ケティング強化などのプロジェクトも運営しているが、アイディアを実現にまで持っていく

のが難しい。また、われわれの強みである機械加工はさまざまな用途に応用できるので、プ

ラスティックや木材加工、セラミックなどの分野も今後、有能だと認識している。

・ASOPEMIA は AIMM がカバーしていない業種の中小企業の組合で、主な加盟企業は木工・パ

ン・アパレル、民芸品製造などである。加盟企業の抱える課題としては JV パートナーが見

つからない、稼働率が低い、などである。外国の技術を導入した上で国内での販売を強化し、

さらにアンデス諸国をはじめとする輸出へもってきたい。

２－５－27　中西部地域開発基金（FUDECO）

●日時・場所　：2000 年 6 月 28 日（水)　9：30－11：00　FUDECO オフィス

(ララ州バルキシメト)

●先方出席者　：面談者リスト参照
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●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

中西部、及びララ州概況

・ララ州を含む中西部工業地帯（５州）の中心がバルキシメト。バルキシメト首都圏で中西部

地域の工業生産の 60％を占める。中西部地域の人口は 368 万人で内、150 万人がララ州。５

州に 71 の地方自治体がある。ヴェネズエラの失業率（99 年）は 15.3％だがララ州では

13.9％とやや低い。

・中西部５州に 15 の工業団地があり、内３つがララ州にある（バルキシメト IE、エル・トク

ヨ IE、カロラ IE)。バルキシメトはヴェネズエラの交通の中心でカラボボ州プエルト・カ

ベージョ港からカリーバまでの鉄道があり、５州を結ぶ高速道路、３つの国際空港を有する。

これらの利点を活かしてバルキシメトにはカラカスと並んで卸売り市場がある。

FUDECO の組織・機能

・CORPOZULIA や CVG と同様の企画開発省（MPD）管轄の地域計画（開発）公社。ヴェネズエラ

にこのような組織は７つあるが、その中でも最小の機関。また中央政府のガイドラインを

64 年間守り「開発」をほとんど行ってこなかった唯一の地域計画公社。74 年に高地の農場

を組合形式にて開発したのが唯一の開発事例。現在、中央政府のガイドラインとして地域開

発公社の機能分散化をうたっており将来的に CORPOZULIA や CVG も開発機能を切り離す可能

性があると思う。

・FUDECO の予算は MPD が 70％、スタディなどの自己資金が 30％である。３年前は自己資金が

80％を占めていたので、99 年から MPD の管轄となり予算的には強化の方向にある。

・８－９年前に約 300 人いたスタッフは現在、87 名に減っている。50％強がエンジニアやエ

コノミストなどのプロフェッショナルだがスタッフの高齢化は課題だ。

・FUDECO の機能は主要な開発プロジェクトの策定・地域計画の見直しなどだ。最近では産業

セクターの競争力調査や公的機関の近代化・技術支援などの課題にも取り組んでいる。８年

前にララ州の（中小製造業）競争力分析を行い金属機械（農業機械・工具、石油関連部品、

建設関連機械など）やプラスティックなどの競争力が高いとの結論を出した。現在、｢中小

企業支援地方基金」をつくり石油関連産業を育成することを CONICIT とともに検討・企画中。

・FUDECO が計画・関与している主なプロジェクトは以下のとおり。①ロジスティック・パー

ク、②600 の起業支援、③総合観光プロジェクト、④中西部ガス・プロジェクト、⑤ファル

コン州石炭プロジェクト、⑥ラスパルマス貯水池、⑦バルキシメトでの水供給プロジェクト、

⑧バラグアナ半島（ファルコン州）観光プロジェクト、⑨水門総合管理計画、⑩バルキシメ

ト－コロンビア間を含む東方鉄道計画

・日本の調査を行う場合、｢ヴェネズエラの比較優位を意識した上で、産業構造における中小
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企業の機会・位置付けを明確にして、競争力強化について各バリューチェイン毎に提言す

る」ということが望まれる。いろいろと国レベルでもスタディをやっているが、セクター別

の詳細調査はあまり無く、その点から日本が調査を行う意味がある。同時に国際市場参入に

向けた具体的な知恵・提言をしてもらえるとよいと思う。

２－５－28　ララ州投資促進協会（PROINLALA)、ララ州中小企業基金（FUNDAPYME）

●日時・場所　：2000 年 6 月 28 日（水)　11：00－12：30　PROINLALA オフィス（バルキシメト)

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

組織・機能と中小企業支援

・PROINLALA は 91 年設立のララ州の投資・輸出支援機関。中西部地域では種々のビッグプロ

ジェクトがあるので PROINLALA としては日本による中長期的な投資も期待したい。

FUNDAPYME は中小企業支援の機関で金融支援・教育訓練・市場調査・輸出能力強化など様々

なプロジェクトを運営している。ララ州では FUDECO と FUNAPYME による中小企業の潜在性・

競争力に関する調査を行っており有望セクターを選択した。靴、アパレル、民芸品（陶器)、

ソフトウェア・サービス、金属機械、農産物加工、化学（プラスティック)、木材/家具だ。

ソフトウェア・サービス分野では優秀な大学卒業生がこの地域に多く、日本の調査がこの分

野で行われる場合は日本側チームとの共同作業も可能と思う。現在、各分野の開発計画を作

り始めており同時に FUNDAPYME では必要資金量（融資金額）を把握しようとしている。また

メキシコの専門家による支援で組合化による産業再構築についても検討している。

・99 年にララ州コンサルタント会議所が設立され中小企業専門の約 90 人のコンサルタントが

企業改善や組合設立などに関してスタディを行っている。日本の調査が行われる場合はここ

がデータ収集やバックアアップなどを行うことが可能。また日本側コンサルとの共同作業に

よる地元コンサルタントに対する技術移転も期待したい。

・ヴェネズエラの中小企業に関わる大きな問題は金融システムが制度的に整備されていないこ

とだ。FONCREI はあるが限られた数の企業にしか融資していない。日本側調査でこの分野の

調査・提言を是非、行って欲しい。またプラスティック産業も大きな可能性がある。石油だ

けでなくこの国には未利用のガスも大量にあり、30－40 億ドル規模の大規模投資も中間品

製造で必要であるものの、それを前提として、下流製品分野における中小製造業の大きな可

能性がある。アイディアはいろいろとあるので是非、日本側と一緒に考えていきたい。また

大学と民間（中小）企業の間の連携についてもいろいろと考えていく必要がある。
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２－５－29　ララ州零細中小製造業会議所（CAPMIL）

●日時・場所　：2000 年 6 月 28 日（水)　14：00－15：30　CAPMIL 展示場（バルキシメト)

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

中小企業の抱える課題について

・CAPMIL では加盟会社の製品を展示するこの展示場をつくるなど組合としての努力をいろい

ろとしてきたが、中小企業セクターは過去 10 年、縮小してきた。中小企業の抱える大きな

課題は技術・人材教育・金融システムなどだ。技術については先進的な設備、オペレーショ

ン能力ともに中小企業で不足している。これは人材教育の問題とも関連している。中級技術

員の量が絶対的に足りず技術を担う中核の労働者が少ない。中級技術学校でハイテクを教え

ることもない。技術支援や資金支援といった面での直接投資の増加を期待したい。

・金利や為替といった金融システムの問題は中小企業にとって大変、重要で現状は厳しい。数

少ない中小企業向けの金融機関だったコルポインダストリアすら政府はつぶしてしまった。

必要なのは貧民のための金融機関ではなく企業家のための金融機関だ。中小企業の競争力を

つけるための施策について金融の問題を含めて政府にどんどん提言して欲しい。

２－５－30　バルキシメトテクノパーク（TECNOPARQUE）

●日時・場所　：2000 年 6 月 29 日（木)　9：00－11：30　TECNOPARQUE（バルキシメト)

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

組織・機能

・96 年設立のインキュベーションセンター。ララ州政府、CONICIT、UNEXPO、UCLA その他機関

の出資と EU の資金・人材協力によって設立し、建屋は元国営繊維工場の改造した。約 33m2

の部屋が 18 あり 14 企業が入居している。入居条件は２万ボリバルの入居金を払った上で審

査に合格した企業。製造業はだめだがコンサルティング、ソフトウェアなどのサービス関連

企業が多い。

・主な機能としては①起業（事業創出）支援、②実業（家）近代化、③企業インフォメーショ

ンセンターである。具体的にはアイディア支援・起業実務支援・技術援助・基本サービス

(電話・コンピュータ）などの起業支援、技術・マーケティング・マネジメントの近代化、

ウェブサイト整備・ビジネス相談・ドキュメンテーションなどの企業インフォメーションで

ある。
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・入居している起業家は大学関係者（学生・教授など）が多い。これまでにインキュベーショ

ンセンターを利用した上で外部に出て大きく育った企業はまだ無い。バルキシメトにはソフ

トウェア関連の大きな会社が無いのも事実だ。ヴェネズエラでは資本市場が未発達のため

IPO による資金調達の可能性はほとんど無い。したがってベンチャー企業は国外（米国）で

起業・株式公開する方がメリットが大きい。またヴェネズエラで起業すると資本金 100 万ボ

リバルの会社設立に会計士・弁護士・税金などで 40 万ボリバル位のコストがかかる。結果

としてアンダーグラウンド化するビジネスも多くなる。

２－５－31　データアナリシス（DATANALYSIS）

●日時・場所　：2000 年 6 月 30 日（金)　9：00－10：30　DATANALYSIS オフィス

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

組織・機能

・ヴェネズエラ最大のリサーチ会社。35 名のプロフェッショナル・コンサルタントと 2,000－

2,500 名のリサーチャーを擁する。プラスティックをはじめ石油、金属製品などの各種セク

ター調査をこれまでに行っている。ヴェネズエラの有望産業としてはプラスティック製品、

農産物加工などがあり、これらの基礎情報はすでにいろいろなところで把握されている。

２－５－32　生産性 FIM（FIM Productividad）

●日時・場所　：2000 年 6 月 30 日（金)　11：00－12：30　FIM Productividad オフィス

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

組織・機能

・５名のプロフェッショナルとコンサルタント約 25 名からなる技術・生産性向上に重点を置

いた調査・コンサルティング機関。ヴェネズエラの形態に合わせた生産性向上運動・企業診

断・改善などを行う。大企業に対するコンサルティングや政策提言も行っている。82 年以

降、日本生産性本部と交流があり 88－92 年にかけて４名のスタッフが日本に研修に行った。

・中小企業に対しては技術だけでなく経営の質を高めるという視点で総合的な診断・改善を指

導している。CONINDUSTRIA（IDB）による CONINPYME プロジェクトにおけるコンサルタント

育成プロジェクトにも参画している。96 年に企業診断の体系を整備して「マニュアル FIM」

と称する品質と競争力を上げる力がどれくらいあるかを診断するマニュアルを整備した。こ
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れを使用した企業診断を数多く実施したが、下－普通－優良という３カテゴリーの中で、

95％の企業が下のレベルにも達しないということが判明した。

・中小製造業の課題は、製品のデザイン・改善という概念が無い、顧客の品質保証要求に耐え

られない、無駄なものをカットする、資金調達能力・返済能力がともに無い、人材教育・労

働環境整備をきちんとやらない、などであり、発展しようという意欲が足りず、多くの機会

を失っている。

・輸出促進についてもコンサルティングを行っているが、企業単独でなく複数の関連する企業

が共同で何を行うべきかを指導している。しかしヴェネズエラの企業文化の問題で、セク

ター・地域毎に組合を形成してシナジーを発揮するという方法は難しい。

２－５－33　エル・トクヨ工業団地

●日時・場所　：2000 年 6 月 29 日（木)　12：00－14：30　工業団地（モルダウ)

●先方出席者　：面談者リスト参照

●主な協議事項：

　調査団から今回訪問の目的を説明し、先方から以下の関連情報を聴取した。

工業団地概要

・20 年前に開発されたものの、しばらく放置状態となり、最近の工業政策の転換で、インフ

ラ再整備などの活性化プログラムを行っている（全国で 10 の工業団地再活性化プログラム

の一つ)。

・広さ 98 ヘクタール、区画数 16。現在、入居して操業しているのは２社のみ。一つはアパレ

ル、シャツ、パンツ（ジーンズ）製造、もう一つはアグロ関連（種子）ディストリビュー

ターのパッキング、貯蔵基地。

・現在、10 社を誘致して雇用者数 2500 人にまで増やす計画をしている。地元の農牧業を活か

したアグロ関連ビジネスを誘致したいとのこと。

・誘致企業については募集を進めており、FONCREI による融資とのパッケージにした対応を考

慮している、とのこと。

●所　感：

・ヴェネズエラ国の地理的中心に位置し、交通網の中心になる可能性はあるものの（鉄道計画、

アンデス道路などの中心で、最大の港プエルト・カベージョまで車で 2.5 時間)、工業団地

の規模とインフラ水準は最低限のもので、現時点で魅力ある立地場所とは考えにくい。

・周辺はサトウキビや野菜（トマトなど）を中心とする農牧地帯で、これを活かしたヴェネズ

エラの農産物加工基地として発展する（長期的）可能性は秘めている。
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第３章　ヴェネズエラ国の対日関係概況第３章　ヴェネズエラ国の対日関係概況第３章　ヴェネズエラ国の対日関係概況第３章　ヴェネズエラ国の対日関係概況

３－１　日本による経済協力３－１　日本による経済協力３－１　日本による経済協力３－１　日本による経済協力

(１) 外交・経済関係

　我が国とヴェネズエラとの関係は伝統的に良好であり、92 年に皇太子殿下がご訪問さ

れたほか、93 年には武藤外相が訪問、97 年にはリバス外相訪日、99 年にはチャベス大統

領が訪日するなど、両国関係は順調に進展している。経済関係の面では、我が国より自

動車・機械、電気製品等を輸出する一方、石油製品、鉄鉱石等を輸入しており、80 年代

後半以降には、鉄鋼、石油化学、自動車等の分野で我が国の直接投資が行われるなど、

中南米諸国の中では有力な貿易・投資相手国となっている。

(２) 経済協力の実績

　ヴェネズエラは産油国であり、また所得水準が比較的高いことから、我が国の協力は

技術協力が主体となっている（88 年には技術協力協定を締結)。過去においては、保健・

医療、運輸、環境、鉱工業等の広範な分野において専門家派遣や研修員受入、及び開発

調査等を実施してきている。96 年には同国に対する初の技術協力に関する政策対話とし

て、プロジェクト確認調査を実施し、協力の方向性や実施上の問題点等に関する協議を

行い、具体的な協力ニーズを探るとともに、我が国協力スキームの理解を深め、積極的

に案件形成を行っていく必要性を確認した。また、同国に対する協力の分野として、環

境保全、教育水準の向上等の分野を重視していくことを確認した。

　最近の動向として、99 年 12 月にカリブ海沿岸地域において発生した集中豪雨による甚

大な被害に対応するため、緊急援助物資の供与及び緊急無償資金協力を行った。また、

経済の低迷等により、貧富差や地域間の経済格差が拡大していることを踏まえ、99 年よ

り草の根無償資金協力を導入したところである。

(３) 今後の協力の方向性

　同国の経済水準に鑑み、技術協力を中心とした支援を行っていく方向性に概ね変化は

ないと思われる。一方で、石油をはじめとする鉱物資源に偏重した経済構造がバランス

のとれた経済発展を困難としている面もあり、平均的な所得水準が比較的高いにもかか

わらず、未だ貧困問題や地域間経済格差が大きく存在していることも事実である。従っ

て、今後の協力分野としては、本件に代表されるような、経済構造の転換に資する政策

支援分野の協力を積極的に実施していくとともに、国内経済格差の是正に資する保健・

医療、教育等の分野における草の根無償資金協力の拡充や、現在検討中である青年海外
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協力隊の早期派遣開始が望まれる。地方振興の観点からは、地域開発分野における協力

も有意義であろう。また、環境分野は、未だその実績はないものの、我が国有償資金協

力の対象になり得る分野であり、引き続き支援を行っていくことが望ましい。

３－２　日本との通商関係３－２　日本との通商関係３－２　日本との通商関係３－２　日本との通商関係

(１) ヴェネズエラの経済情勢を見ると、99 年２月のチャベス政権発足以来、国際石油価格

の低迷により経済的に厳しい状況が続き、99 年の GDP 成長率も－7.0％（ＥＣＬＡＣ）と

エクアドルと並んで中南米諸国中で最低を記録した。この景気低迷の影響もあり、日本

とヴェネズエラの貿易関係を見ると（1999 年通関統計)、日本からの輸出は 4,049 百万ド

ルで前年比 61.9％、輸入は 3,261 百万ドルで前年比 122％となり、輸出が大幅に減少し

た。なお、日本にとってヴェネズエラは中南米諸国の中で第７位の貿易相手国となって

いる。

(２) 日本の輸出を見ると、自動車を含む輸送機械のほか、一般機械と電気機械等の工業製

品で約８割を占めている。しかしながら 98 年後半の高金利の影響等もあって自動車需要

は急速に冷え込んだため、自動車部門の輸出は 98 年は 373 百万ドルだったものの、99 年

には 167 百万ドルと前年比 44.8％に落ち込んだ。

(３) 日本の輸入を見ると、アルミニウム地金が約７割を占めており、99 年の同製品の輸入

は 222 百万ドル前年比 122.7％と好調に推移している。同輸入は、日本の企業６社が合弁

参加しているヴェネズエラ・アルミニウム工業社からの輸入が中心となっている。また、

揮発油が前年比 626.9％増加し、従来から輸入の中心となっていた鉱物油のオリマルジョ

ンと肩を並べるほどの輸入額となっている。ヴェネズエラが期待を寄せているオリマル

ジョンは、電力企業への輸出拡大を期待されたが、環境問題等により対日輸出増にはつ

ながらなかった。

(４) 日本からヴェネズエラへの直接投資を見ると、金属関連製造業への投資が多く、99 年

度末累計は 1,750 億円（大蔵省統計）となっている。そのうち、90 年度以降が投資総額

の約６割を占めており、近年のヴェネズエラに対する関心の高さが窺える。
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第４章　ヴェネズエラ国における産業分野の概況第４章　ヴェネズエラ国における産業分野の概況第４章　ヴェネズエラ国における産業分野の概況第４章　ヴェネズエラ国における産業分野の概況

４－１　マクロ経済状況４－１　マクロ経済状況４－１　マクロ経済状況４－１　マクロ経済状況

　ヴェネズエラでは石油価格の低迷に端を発した石油投資予算カット、政府支出削減、金利上昇

による国内経済の冷却化などにより 98 年、99 年と２年連続のマイナス成長が続いた。99 年２月

に発足したチャベス新政権は新たな政治・経済対策を打ってきた。99 年中にその効果が現れる

ことはなかったものの、2000 年第１四半期の実質 GDP 成長率は前年同期比 0.3％増加し、98 年

第２四半期以来のプラス成長を記録した。携帯電話需要の増加による通信部門の伸びや一般家庭

の消費回復による商業部門の伸び、政府サービス部門や製造業部門の伸びがこの伸びを支えた。

　５月末に予定されていた総選挙(メガ選挙)は７月 30 日に延期されたが、選挙後の新政権に対

する内外の信頼感の回復、新政権による経済運営の動向が、底打ちを示し始めた同国経済の今後

を決定することになろう。以下にヴェネズエラの主な経済指標を示す。

ヴェネズエラの主要経済指標

1998 1999 2000 見通し
人口 （百万人） 22.8 23 －
名目 GDP （10 億ドル） 98.9 96.9 －
実質 GDP 成長率 （％） －0.7 －7.2 2.2
１人当り GDP （ドル） 4,054 4,057 4,057
インフレ率 （％） 29.9 20 15－17
経常収支 （百万ドル） －1,698 1,500 －
貿易収支 （百万ドル） 2,748 9,164 －

４－２　産業政策概況４－２　産業政策概況４－２　産業政策概況４－２　産業政策概況

　ヴェネズエラ国では 99 年２月のチャベス政権の発足以来、｢政府による適切な介入」を旨とす

る市場補完的な産業政策への転換を図りつつある。この方針の一環として、中小企業政策を経済

政策の中心に据えた上で、政府機関の統廃合や法制度の整備、各種中小企業支援プロジェクトの

策定・推進を進めている。

　生産貿易省（Ministry of Production and Commerce：以下、MPC と称する）及び企画開発省

(Ministry of Planning and Development：以下、MPD と称する）では「2000 年経済計画（工業

開発戦略)」を策定しており、その一環として〔１〕法的枠組みの整備､〔２〕工業関連金融機関

の整理・新設､〔３〕国家工業開発庁（INDI：工業技術院のようなもの）の設置や重点セクター

における上流－下流間の連携を強化するための研究プロジェクトなどを実施している。また工業

開発に関わる「７つの戦略」をまとめており、その中で中小企業振興に関わる政策強化をうたっ

ている。以下に 2000 年経済計画(ドラフト)の概要を転記する。
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　2000 年経済計画（ドラフト）－工業部門

(１) 一般目標

　工業開発戦略の中心的な目的は、国内の再工業化にあり、より平等で競争力のある条

件が民間部門と合意を得た政策に支援されるとともに、ヴェネズエラ国民の生活の質を

向上させる現実的な基盤として、国内総生産形成の中で工業製品の持続的な増加及び生

産的かつ持続的雇用の創出並びに企業構造の民主化をおこなうことである。

(２) 具体的目標

１) 工業密度増加の推進と促進

・工業への投資の民主化

・ヴェネズエラの工業の構造、行動、独占及び寡占体制を変える

・国産の工業材やサービスの供給を拡大する

２) 既存の工業団地の強化

・インフラと企業経営の近代化

・有効利用されていない工業生産能力の利用増加

・工業競争力開発

(３) 政策の方向性

１) 民間工業部門は自らの責任で活動のリスクを負い、必要な投資をおこなう。

２) 国は市場の不完全性（寡占、独占）を積極的に解消しながら、公共サービスの歪ん

だ価格や質を改善する。

３) 国は投資家に対し司法面での安全性を保証し、消費者のためになる真の競争力を促

進する。

４) 工業ネットワークの目的が、マクロ経済政策目標と、一貫性及び互換性があるよう

にする。

・マクロ経済のバランスが回復できるまで、国内の経済活性化のためには、一時的な民

間部門へのインセンティブが必要となる。

・インフレを克服した後、再工業化の目標を調整する。

５) 比較的優位性を競争力のある優位性に変える方向に向けた工業活動をおこなう。

・農業工業政策を調整し、農牧生産者が国内の付加価値増加に活発に参加するよう推進

する。

・国内の工業生産は、国際市場の質と生産性の基準を満たさねばならない。このために

は、技術の近代化と企業の刷新が必要となる。
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６) わが国の工業の国際市場への進出は、不均衡な点を認識した上でおこなうべきである。

・政府が認めた貿易協定のなかで、国産製品が外国市場へ現実的かつ正当にアクセスで

きることを保証するため、さまざまな努力を調整する。

(４) 手　段

１) 法的枠組み

　工業の諸活動の発展には、その活動の発展を保証するような司法的、法的枠組みが

必要となる。この意味から、以下の法律を公布する。

・入札法：国家調達

・コンセッション法

・所得税法（免税）

・電気法

・投資家促進保護法（司法的保証）

・商業保護法（企業の競争力調整計画）

・PDVSA（石油公社)：国家調達及び有効な輸入代替

・INCE（職業訓練学校)：職業訓練

２) 融　資

　技術及び金融支援をおこない、工業部門の発を支援するための資金提供を図るため、

国家の金融機関は統一した政策を進める。

・FONCREI（工業基金)：国家工業開発銀行（上位監督調整銀行）

・BIV（工業銀行）及び BANCOEX（輸出銀行)：国家の商業銀行

・FONPYMI（中小企業基金：設立準備中)：中小企業が融資を受けることができるよう、

保証する

・国際機関

・ヴェネズエラ投資基金

３) 融資以外

　工業活動発展を支援する機関として、以下の機関をつくる。

・INDI（国家工業開発庁)：職業訓練、技術支援、工業団地開発、工業規格

・工業開発審議会：公共部門と民間部門が意見調整をする場

・部門アクション計画：生産的ネットワークのため

・合意を得た工業アジェンダ：工業集中地域（国内の戦略的な軸となる地域での、新た

な経済地理的空間）
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(５) プログラムとプロジェクト

１) プログラム１　国家調達

ａ) プロジェクト１　入札法規定：国内の失業率の高い地域に関連した地域に設立さ

れた企業に対し、国家努力との関連度に応じ、優先的な制度を一時的に設立する。

ｂ) プロジェクト２　失業率が高い地域で雇用を生むための、非専門的製品の購入：

学生服、軍服、下着、机、公共機関の家具等。

ｃ) プロジェクト３　有効な輸入代替：公共機関が輸入している品目で、わが国で十

分競争力をもち製造できるもの。

２) プログラム２　輸出へのインセンティブと振興

ａ) プロジェクト１　FIV 信託：輸出インセンティブ、付加価値税の控除と払い戻しの

ための予算措置をおこない、回転資金で利用できるようにする。

ｂ) プロジェクト２　国産の高い付加価値のある輸出品の促進：輸出促進のため、生

産者、金融機関、大使館の間で合意された、輸出のためのプラン、プログラム、プ

ロジェクト、活動を作成する。

３) プログラム３　生産性のある雇用の創出と維持の推進

ａ) プロジェクト１　雇用創出のため、一時的なインセンティブ：企業活動をおこ

なっていない会社及びおこなっている会社ともに、社会保健庁及び住宅プログラム

に対して雇用主が支払う掛け金の払い戻しをすることで、工業部門の雇用を増やす。

ｂ) プロジェクト２　経済的に恵まれていない地域への企業誘致の促進：特定地域の

雇用創出のため、国税や地方税の免税とその他のインセンティブ。

４) プログラム４　起業家への融資支援

ａ) プロジェクト１　技術的及び経済的に可能性のある会社のプロジェクトのための

融資選考審査：アントニオ・ホセ・デ・スクレ・全国コンクールを企画し、会社が

競争力を持つことのできるような、刷新的なプロジェクトを選定する。

ｂ) プロジェクト２　国家機関の管轄のもと、事業をおこなっていない会社を選考審

査により選ぶ（FONCREI、FOGADE 等)：事業が中断している会社の再活性化を援助す

る法的枠組みを作り、事業の再開をめざす意図のある起業家に融資をおこなう。

５) プログラム５　工業団地のリハビリと開発

ａ) プロジェクト１　工業団地のインフラのリハビリ：国の機関の管轄のもと、工業

団地の公共サービスの整備をおこなう。

ｂ) プロジェクト２　工業団地監督計画の策定：自治体や地域の経済計画に合わせ、

計画の持続性を保ちながら、工業団地の新設と発展を融合するための計画を策定す

る。
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６) プログラム６　中小製造業のための信用保証

ａ) プロジェクト１　国家相互保証基金の設立と実行

ｂ) プロジェクト２　中小企業に融資をおこなう地方機関の再編成をおこなうため、

地方自治体及び州政府とともに、24 の相互保証機関の機能の向上、推進、支援をお

こなう。

７) プログラム７　競争力のあり生産性の高い工業発展への支援

ａ) プロジェクト１　国家工業開発庁（INDI）の設立：職業訓練、技術支援、工業団

地の促進と発展、工業規格の策定と普及のため。

ｂ) プロジェクト２　起業家の育成と労働者の職業訓練

４－３　関連法制度４－３　関連法制度４－３　関連法制度４－３　関連法制度

　ヴェネズエラ国の産業政策・中小企業政策に関連する法的枠組みについては、1999 年のチャ

ベス政権発足後、いろいろな改訂作業が行われている。投資促進審議会（CONAPRI）の資料によ

れば 1999 年に新規に規定された、または改定された中小企業政策に関する法律は以下のとおり

である。

(１) 経済セクター関連

・投資促進ならびに保護に関する法

・電力産業法

・公共事業免許法

・観光産業法

(２) 一般法

・所得税法

・金融取引法

・監理・監督プロセスの簡略化に関する法

　一方、今回プロジェクト調査において FONCREI 法、SIEX（外国投資監督庁）に関する

法律の資料を入手したものの、その他の中小企業政策に関する法規・制度を含めた現状

把握・分析は不十分である。今回調査で収集した資料の分析を含め、今後の調査におけ

る十分な調査・検討が必要である。
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４－４　中小企業振興政策４－４　中小企業振興政策４－４　中小企業振興政策４－４　中小企業振興政策

　前述したように、ヴェネズエラ政府は 2000 年経済計画に沿って各種の中小企業振興政策を準

備・実施中である。中小企業振興に関わる金融制度の改革に関して、MPC では中小企業基金

(FONPYMI）の設立を準備している。また大蔵省とともに、現存する工業基金（FONCREI）や保証

機関である SOGAMPI の強化を図り、政府機能は「保証」を中心としたものとして、できるだけ民

間金融機関が貸し出せる仕組みをつくりたい、という基本認識を有している。ただし中小企業金

融の地方での実態はほとんど無いに等しく、このような仕組みが地域金融として根付いていくの

かは疑問が残るところであり、中小企業の金融ニーズとそれに対応する金融の枠組みの把握・検

討を今後、さらに行う必要があると考えられる。

　上流－下流間の連携を強化するためのプロジェクト（「生産チェーンの研究」と MPC・MPD は

説明している）は、ヴェネズエラの産業構造の問題を把握し、資源利用型工業の下流を育成・強

化するために極めて重要である。現在、セクター別に政府と産業界（業界団体）が合同で検討委

員会を形成した上で、詳細調査をコンサルタントに委託する計画が進行している模様である。

MPC が現在、生産チェーンの研究に取り組んでいる分野は以下の 13 セクターであり、セクター

によって作業の進捗状況は異なる。

・森林－パルプ－紙－ボード/グラフィックアーツ

・木綿－繊維－アパレル

・樹脂－オレフィン－プラスティック樹脂－オレフィン－プラスティック樹脂－オレフィン－プラスティック樹脂－オレフィン－プラスティック

・アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム

・鉄鋼

・建設

・自動車部品自動車部品自動車部品自動車部品

・ツーリズム

・軍事産業

・食用牛

・カカオ

・フルーツ及びフルーツ加工品

・シーフード製品

　なお、農牧関連分野では MPC 内の農牧局（旧農牧省：全国 7,000 人の大所帯の模様）と連携を

図った作業が行われている模様である。
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４－５　輸出振興施策４－５　輸出振興施策４－５　輸出振興施策４－５　輸出振興施策

　輸出振興は 2000 年経済計画における７つの重点計画の一つとして位置付けられている。97 年

に設立された国立輸出銀行(BANCOEX)は輸出促進を図るための技術支援・融資・プロモーション

に関する機関である。また重点セクターにおいて、共同でマーケティングや市場開拓・技術強化

を図ることなどを目的とした「輸出組合」の形成に関する動きもはじまっている。一方で、輸出

産品に関する輸入関税の減免措置や付加価値税の還付などの基本的な奨励策は制度的にはあるも

のの、実際には機能していないものが多く、輸出業者の不満は高い。ヴェネズエラ通貨のボリバ

ル過大評価に伴う輸出競争力の低下を危惧する声も強く、現在、策定中の輸出振興施策とともに

マクロ経済的フレームワークのレビュー・検討を含めた総合的な輸出振興のためのプログラムづ

くりが必要となっている。

４－６　中小企業４－６　中小企業４－６　中小企業４－６　中小企業・輸出振興機関の概要と実施プログラム・輸出振興機関の概要と実施プログラム・輸出振興機関の概要と実施プログラム・輸出振興機関の概要と実施プログラム

　MPC 以外にも、(政府）関連機関ではさまざまな中小企業振興に関するプログラムを行ってい

る。ヴェネズエラ政府の経済・産業政策全体の中でのそれぞれの機関の位置付けと機能は、前述

した 2000 年経済計画の中で規定されている。また添付の「訪問先リスト」に組織概要と主な機

能を概説した上で、｢面談議事録」に各機関の活動概要を記す。それらの中でも、日本側本格調

査において、十分な情報交換や活動上の連携を考慮すべき重要な機関およびプログラムについて、

２つを以下にあげる。

(１) CONINDUSTRIA（工業連盟）による中小製造業技術指導プログラム（CONINPYME）

　IDB（米州開発銀行）の支援（200 万ドルのグラント）を受けて行われる総額 300 万ド

ル規模の「中小製造業診断・改善プロジェクト｣。99 年１月に開始し 2001 年 12 月の終了

を目指す。事前調査によって「輸出競争力が高い」と判断された①化学、②プラス①化学、②プラス①化学、②プラス①化学、②プラス

ティックティックティックティック、③繊維/アパレル、④金属製品④金属製品④金属製品④金属製品、⑤グラフィックアーツの５つのセクターに関

して、①コンサルタントの育成（３年で約 500 人)、②インフォメーションセンターの設

置、③企業グループの形成（３年で 11 のコンソーシアム結成)、④インターネットによ

る技術開発・企業支援、などを通した企業診断／技術指導・強化を行う。

(２) CONICIT（科学技術省管轄の「科学技術研究審議会」）による中小企業向け技術開発投

資へのファイナンス

　国家予算と IDB（米州開発銀行）の資金援助によって運営される CONICIT による中小企

業向け技術開発投資へのファイナンス・プログラム。2000－2003 年で製造業（生産）部

門に 4400 万ドルの融資を予定。①農産加工、②木材加工、③プラスティック③プラスティック③プラスティック③プラスティック、④石油化

学の４分野を中心に、①Ｒ＆Ｄ、②生産と関係する技術センター、③技術ベースの起業、
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④工業特許取得、⑤専門化された技術研究、⑥支援サービス、などに対して融資を行う。

なお、CONICIT では 97 年には中小企業の技術調査（アンケート調査）を行っており、中

小企業の技術力の診断・把握はできている、とのことである。

４－７　他援助機関の動向４－７　他援助機関の動向４－７　他援助機関の動向４－７　他援助機関の動向

　前述したように米州開発銀行（IDB）では中小製造業支援に関して、CONINDUSTRIA、CONICIT

を通じた間接的な支援を行っている。一方、世銀（IBRD）はこれまでヴェネズエラ中小（零細）

企業の支援はほとんど行っていなかったが現在、マイクロエンタープライズへの支援プログラム

の検討を開始している（カラカス IBRD 事務所にて在ワシントンの担当官と面談)。IDB・IBRD と

もに、民芸品や農産物加工などの分野を中心とした、マイクロエンタープライズへの支援による

貧困対策・経済インフラ整備を重視しており、特定の工業セクター（中小製造業）に対する支援

に対しては積極的ではない。スペイン国際協力庁（AECI）もいろいろな中小企業支援プログラム

への関心表明は行っているものの、実際に資金・人材の面で協力実施したものは少ない模様であ

る。また、EU はララ州バルキシメトの「テクノパーク（インキュベーションセンター)」設立に

関して AECI とともに資金援助を行っている。



第５章　ヴェネズエラ国の中小企業第５章　ヴェネズエラ国の中小企業第５章　ヴェネズエラ国の中小企業第５章　ヴェネズエラ国の中小企業
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第５章　ヴェネズエラ国の中小企業第５章　ヴェネズエラ国の中小企業第５章　ヴェネズエラ国の中小企業第５章　ヴェネズエラ国の中小企業

５－１　中小企業を取り巻く環境と中小企業活動概況５－１　中小企業を取り巻く環境と中小企業活動概況５－１　中小企業を取り巻く環境と中小企業活動概況５－１　中小企業を取り巻く環境と中小企業活動概況

　ヴェネズエラの産業構造は石油や資源（アルミ・鉄）関連の（国営）大企業が大部分の付加価

値と外貨を稼ぎ、中小（製造業）セクターは企業数こそ多いものの、限られた内需対応や大企業

のサポーティング産業として活動してきており、経済の二極構造が顕著である。ここ数年の経済

不振の中で中小製造業セクターの企業数・雇用数は（倒産によるものを含めて）減少してきてお

り、社会民主主義的路線を標榜するチャベス政権は強い危機意識を持っている。今回プロジェク

ト形成調査ミッションのヴェネズエラ政府との協議における人口 1,000 人当たりの中小企業数を

増やしたいというコメントはこの表れであり、中小企業振興（による雇用対策）を経済政策の柱

にしようとする意図が見える。

　統計情報庁による企業分類では従業員５人未満が零細企業、５人以上 20 人未満が小企業、20

人以上 100 人未満を中企業、100 人以上を大企業としている。収集資料によれば、社会保険加入

件数による 1997 年のヴェネズエラの企業数は約 21 万社。その 78％が零細企業、14％が小企業、

残りが中・大企業となっている。製造業に限ってみると母集団は異なるが、8864 社のうち小企

業が 64％、中企業が 25％で企業数の面では中小企業が圧倒的に多い。多くの中小製造業者は地

元の市場を対象としており輸出経験は多くない。

　以下の表に示すようにカラカスに近いカラボボ州、アラグア州、ミランダ州、カラカス首都圏

において中小企業、製造業の集積が見られる。

ヴェネズエラ中小企業の分布（シェア：％）

州 地域 事業所数 雇用数 付加価値額 輸出額 出荷額

スリラ 西部 7.2 6.6 6.5 1.7 5.8

ララ 西部 8.6 7.0 5.9 3.6 5.9

カラボボ 中央部 13.8 13.3 18.3 59.6 19.6

アラグア 中央部 10.1 12.7 14.7 12.8 15.7

首都圏 中央部 12.2 13.5 9.7 1.0 9.2

ミランダ 中央部 17.7 20.5 17.1 7.2 20.0

アンソアテグア 東部 4.1 3.8 5.4 0.0 2.7

ボリバル 東部 3.4 3.5 2.8 1.4 3.1

その他 － 22.8 19.2 19.6 12.6 18.1
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ヴェネズエラ製造業の分布（シェア：％）

州 地域 事業所数 雇用数 付加価値額 輸出額 出荷額

スリラ 西部 8.8 9.1 9.3 7.4 7.4

ララ 西部 4.2 1.8 4.7 6.9 8.5

カラボボ 中央部 25.9 14.1 24.0 18.3 14.2

アラグア 中央部 11.7 4.7 13.8 16.4 10.7

首都圏 中央部 4.9 0.5 4.1 10.1 12.0

ミランダ 中央部 15.3 31.8 16.6 16.1 17.6

アンソアテグア 東部 4.5 4.9 3.6 3.2 4.0

ボリバル 東部 15.5 30.1 13.8 7.6 3.4

その他 － 9.2 2.9 10.0 14.1 22.1

出所 :“INDI－e”, 1999 No.１他

５－２　中小企業の実態５－２　中小企業の実態５－２　中小企業の実態５－２　中小企業の実態

　今回プロジェクト形成調査で訪問した中小製造企業や中小企業団体などには、これまでの政府

の大企業優遇、中小企業冷遇（無策）に対する厳しい批判があり、｢日本の支援によってヴェネ

ズエラ政府に中長期的な政策策定・実施についてアドバイスしてほしい」との意見が強い。輸出

に興味のあるところは多いが、それ以前にボリバルの過大評価による輸出競争力の無さ、輸入品

に対する国内市場での競争力の低下に懸念を示す声が多く、税関の不備（無関税で入ってくる密

輸による競合品）や輸出促進の仕組みの不備（ドローバック、付加価値税還付手続きの煩雑さ・

時間がかかること）を指摘する声も多い。輸出競争力をいかにしてつけるかよりも、まず国内に

おいてフェアな競争ができる状況を制度的な面で整備して欲しい、という声が強い。

　訪問した中小製造企業には古い設備（だいたい 15 年以上）を必死になって操業しているとこ

ろが多く、内需減少の影響で稼働率も 30－50％に低迷しているところがほとんどである。一方

で、操業・生産管理・品質に対する意識や意欲は強いものがあり、外的環境が極めて厳しい中で

「よくやっている」というのが率直な印象である。ただ内需や国内大企業への供給・サービスで

生きてきただけに、マーケティング能力（顧客ニーズを把握し、適切な製品を開発し、コスト/

納期を含めた適正なサービスを行う）に欠けており、特に輸出に関するビジネス・ノウハウはほ

とんどが有していない（一部で輸出ニッチ市場に特化した有能な経営者もいる)。

　訪問した各種企業の中では、農産物加工・アルミ下流製品・石油産業の下流であるプラス

ティック製品などが、ヴェネズエラにある天然資源を利用して競争力強化を図ることができる有

力セクターであることが認識できた。一方で、溶解アルミ、プラスティック原料となるオレフィ

ンなどの中間材料の国内調達価格は高く、本来ならばヴェネズエラの比較優位である要因が比較

劣位になっているという制度的問題が存在する。

　中小企業の多くはオーナー（達）が自分の資産をもとに創業したものがほとんどで、借入金の
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ある企業は少ない。設備資金や運転資金を借りたくても貸してくれる金融機関が無い、あっても

短期ローンしかなく金利が高すぎてリスクが高い、担保の要求がきつく手続きも煩雑である、い

う認識が強い。新規に会社設立する際には、税金や諸手続き費（印紙代・会計士費用など）で資

本金の 40％くらいのコストがかかり、手続きも煩雑だということで、ファイナンス手段が限ら

れていることもあり新規開業は極めて少なく、｢生産の民主化」には程遠い状況である。

　中小企業の多くは地域の中小企業連盟や産業別企業連盟に所属しており、一般的なコミュニ

ケーションの密度は高い。本格調査が行われる際の地域毎、セクター毎の情報収集・意見交換の

ための土俵は十分にあると言える。各連盟ではこれまでも政府に対して提言や要請をいろいろと

行っている模様だが、一向に実現しないという不満が強く、その意味で日本の調査団に対する期

待は高い。

５－３　個別企業調査結果５－３　個別企業調査結果５－３　個別企業調査結果５－３　個別企業調査結果

(１) Industrial del Mar 社、スーリア州マラカイボ

●訪問日時　　　：2000 年 6 月 14 日（水)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・カニ/エビの加工・缶詰製造会社。従業員数 600 名。95％が輸出向けで主に米国・欧州な

ど先進国へ輸出している。残り５％は生（冷蔵）の状態で国内市場へ出荷。99 年の輸出

売上は約 3,500 万ドル。現在の処理能力は 75,000 ポンド/日。将来的には能力を倍増し

たい、とのこと。１直にて操業。

・マラカイボ湖の漁民（850 のボート）に対してモーターの提供を行うなど原料確保にあ

たってサプライヤー（零細業者）支援を行っている。マーケティングは米国の食品商社

を利用。オーダーは E メールで受けて受注管理・生産管理などは PC 上（EXCEL）で行っ

ている。

・労働集約作業の従業員は山岳地方からバス送迎で確保

・天然資源を利用した食品加工業で成功している例（大規模な中企業)。低価格の非熟練労

働者を利用したコスト競争力が武器と見られる。加工・冷凍設備は近代的で管理もしっ

かりしている。マーケティングは米国商社にまかせているようだが、輸出市場の拡大に

対する意欲は強い。

・食缶やポリエチレン・ケースは国産ながらダンボールはコロンビア製であるなど機械だ

けでなく材料についても輸入品が目立つ。

・ファミリー企業であり会計情報の開示には極めて慎重で、株式公開の必要性・期待は

まったく無くヴェネズエラの資本市場と金融面からの企業成長の限界を感じた。
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(２) Remanca 社、スーリア州マラカイボ

●訪問日時　　　：2000 年 6 月 14 日（水)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・樹脂（ポリオレフィン）を原料として種々のプラスティック袋を製造。創業して 15 年。

現在の生産量は 300－400 トン/月。経営者はミラノ出身のイタリア人技術者（移民)。ミ

ラノで長年、同様の会社で経験を積んだ後にヴェネズエラで創業した。中古機械をミラ

ノで購入して設置するなどコスト低減のための様々な知恵を絞っている。

・13 人のスタッフと 27 人の労働者を雇用しているが、｢技術＝自分」だと言うくらい社長

の技術・経験に依存している。社長は近くに 19 のビルも所有しているという資産家で、

資本・技術を始めとするビジネスの基本的要素が個人に帰属しているという点で、ヴェ

ネズエラ政府が進めたいという「生産の民主化」とは正反対の状況にある。

・プラスティック製品の内、極めて基本的な製品を標準的な設備・技術を使用して生産し

ている。本来的にはヴェネズエラ石油製品の下流として価格競争力があるべきだが、原

料のポリオレフィン価格が高く、価格競争力は無い模様。

(３) ALDECA 社、カラボボ州バレンシア

●訪問日時　　　：2000 年 6 月 21 日（水)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・鉄鋼線材を原料とする針金アクセサリーメーカー。創業 11 年で従業員は 15 名、１直に

て操業。米国の代理店を通して米国市場に輸出。顧客はこの代理店１社のみ。

・極めて労働集約的かつ家内工業的な会社。マーケティング・販売を代理店にすべてまか

せており、ビジネスの一環管理はできていない。品質プログラムをいろいろとやってい

るとのことだが、品質・納期・コストといった基本要件をどれだけ理解しているかは疑

問である。

(４) Epecuen 社、カラボボ州バレンシア

●訪問日時　　　：2000 年 6 月 21 日（水)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・アルミインゴットを原料として溶解・精錬・鋳造によって自動車エンジン用のマスター
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シリンダーブロックを製造。創業者は 84 年にアルゼンチンから移住、現在も父子で経営

を行っている。初期投資 40 万ドル、累積投資は 350 万ドル。従業員は 60 名。労働者は

多能工化によってローテンションを行っている、とのこと。

・マーケットはヴェネズエラ国内と海外の OEM 及び２次マーケット（修理用)。現在、フル

操業で５ヶ月の納期待ちの状態。50％が輸出で米国（TRW 向け)、メキシコ、南米向け。

・原料のアルミインゴットは 100％ヴェネズエラ製だが鋳鉄は中国からも輸入している。

・ニッチマーケットを狙った戦略で高い稼働率を維持するなど成功している数少ないアル

ミ製品企業。経営上の課題として「技術」と「金融」をあげており、新技術へのアクセ

スの少なさ、融資の難しさを指摘していた。実際、創業期を除きほぼ無借金で通してい

るようでヴェネズエラの金融システムの課題を指摘していた。また税率の高さにも不満

を述べていた。

(５) LAPCA 社、カラボボ州バレンシア

●訪問日時　　　：2000 年 6 月 21 日（水)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・アルミインゴットを原料として溶解・精錬・鋳造によって自動車用のアルミホイールを

製造。当初、イタリア（BWA 社）との JV として創業したが現在は 100％ヴェネズエラ資

本。従業員も以前は 200 名いたがマーケット低迷で現在は約 100 名。レイオフとともに

アウトソーシングを利用するなどして人件費を抑制している。

・マーケットは新車用 OEM と２次市場（オートショップなど）向け。生産量は約 15,000 本/

月だがホンダの（完成車生産）撤退で 1,000 本/月のオーダーを失う。98 年半ばに比べ

て受注は約半分に落ちている。稼働率は 50％以下の模様。

・競合メーカー(大手)はヴェネズエラで２社。レイノルズの JV である Blualka

Valencia(最大手ですべて US ビッグ３の完成車生産用に納入)、グアヤナのアルミ工場に

近い CTA（別途、訪問)。

・経営上の課題として、①設備が古く更新が必要、②輸出市場の開拓（国内市場低迷を受

けて)、③JV パートナーが必要（技術・資金の供給者として)、④競合品が台湾・韓国・

インドネシアから入り競合が激しい、をあげた。

・制度的には金融が最大の課題としており、一例としてアルミインゴットを購入する際に

ドルかその日のボリバルレートでの決済を必要とする点をあげた。

・ヴェネズエラの自動車産業・市場の縮小を受けて経営的に厳しい状況にある。輸出に活

路を見出したいとの意向だがこれまで経験が無く国際競争力の点でも強いとは言えず状
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況は厳しそう。機械設備の多くはイタリア製だが 15 年程度たった古いものが多い。自動

ペイントラインもあり、ISO9000 を申請済みであるなど生産管理についてはキチンとし

た対応が行われている。

・鋳造についても鋳型エンジニアがいて自社設計したものを外注製作させるなど基本的な

技術レベルは維持している模様。エネルギー源として天然ガスを利用するなどユーティ

リティ・コストは格安である。

(６) M&M Plasticos 社、カラボボ州バレンシア

●訪問日時　　　：2000 年 6 月 22 日（木)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・樹脂、ポリプロピレンなどのプラスティック中間品製造。ファミリー企業で従業員は以

前 50 名だったが現在は 20 名にまで縮小。社長は AVIPLA（プラスティック産業連盟）名

誉会長。

・AVIPLA は 30 年の歴史があり加盟会社 220－250 社。約 90％が中小企業。プラスティック

業界の現在の課題は、①国内マーケット縮小と輸入品増加で市場が低迷している、②国

際価格より 40％高い原料高、③設備投資が進まず機械設備が老朽化している、の３点。

特に原料について主な樹脂は国内でできるがコストが高く品質も悪いためプラスティッ

ク製品の競争力向上につながらない、とのこと。原料を輸入しようとしても関税のため

にコスト的にあわない。また税関の不備・汚職などのために完成品が無税で入ってくる

場合も多く、国内品を圧迫しているとのこと。このような厳しい状況下で企業閉鎖と雇

用減少が激しい。政府とはプラスティックのチェーン・プログラムなどで議論している

が、対応には大きな不満があるように見えた。

・ISO9000 申請に向けて書類やシステムを整備中とのことだが、設備・操業状態などを見

る限り生産・品質管理向上に向けて多くの課題があるものと感じた。

・以前は生産の 35％程度を輸出していたということだが、現在のボリバル高で競争力が無

くなり現在は低迷する国内市場対応のみで稼働率は 30―40％で低迷している。

・技術向上に関して CEPROCA と情報交換・プロジェクト参加などを行っているとのこと。

・プラスティック製品の生産はミランダ・カラカス・アラグア・カラボボでヴェネズエラ

全体の約 75％を占めている、とのことで同セクターにおけるこれら地域の重要性を指摘

された。社長は AVIPLA の役員を長く務めたこともあり、政府の中小企業政策（無策）に

対して批判的かつ、あきらめのコメントが多かった。
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(７) Flexoven 社、カラボボ州バレンシア

●訪問日時　　　：2000 年 6 月 22 日（木)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・プラスティック・テープ製造会社。社長は元 AVIPLA 会長。プラスティック産業全般につ

いて、石油化学産業が政府独占で十分に発達していないため中間材料である樹脂製品に

競争力が無いことが問題だと指摘した。プラスティック業界自体は過去 10 年間に約

40％、生産額・雇用ともに減少し、市場の低迷と投資不足が続いている、とのこと。

・現在の従業員は 20 名。DHL を始めとする種々の梱包用プラスティックテープの印刷に特

徴をもたせて（印字がはげないように裏側の糊面に印刷する）ニッチマーケットで活路

を見出している。99 年には生産の 15％を輸出した。

・イタリア製機械が多く高速熱プリント機械も保有。工場の操業・管理状態は良好に見え

た。

・キャッシュフローはきついとのことだが、融資をしてくれる金融機関も無く、金利コス

ト負担を考えると借金はできないとのこと。

・経営者の意欲・能力が十分に感じられ厳しい外部環境の中で必死にビジネスをやってい

る様子がうかがえた。

(８) Colquim 社、アラグア州マラカイ

●訪問日時　　　：2000 年 6 月 22 日（木)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・高品質のインキ製造に特化した化学品会社。BASF が撤退した工場を買い取って操業して

いる。サカタをはじめとする日本のインキ・メーカーとも交流がある。稼働率は 15％と

低操業だが、製品開発用の試験室や従業員教育用のすばらしい教室・教材を整備するな

ど、高品質・ニッチマーケットを意識した経営を行っている。

(９) OPCO 社、ボリバル州プエルト・オルダス

●訪問日時　　　：2000 年 6 月 27 日（火)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・鉄鉱石から天然ガスを利用して還元鉄（ホット・ブリケット・アイアン）を製造。日本

の神戸製鋼所が資本・技術を導入して操業している。2005 年までのリース（BOT）で運



－88－

営。製品は電炉製鋼に使用されるため全量、米国へ出荷されている。OPCO のほかに同様

のプラントが近隣で立ち上がりつつあり（合計５企業に)、競争は激しくなっている。

・操業に関連する資材調達はコストが高い、との認識。機械部品について言えば 50％が国

産品、他は国内で調達できないもので輸入だが、国産品は品質に比べてコストが高い。

納期遅延は当たり前。土木・建築・輸送などのサービスなどについても同様にコストが

高い、との認識。

・鉄鋼のような大企業の場合でもドローバックの還付や IVA 還付手続きの煩雑さや遅さに

よる金融コストの高さには頭が痛い、とのこと。最近も輸出製品の輸出先（輸入地）で

の通関書類を「外交ルート」で提出しないと IVA 還付を行わない、という信じられない

通達が来て約半年間もめた（還付が受けられなかった)。大蔵省管轄の SENIAT の政策・

運用が一貫していないので困る。

・種々の税金還付手続きを除けば輸出・輸入に関する手続きはさほど面倒ではなくなった。

特に輸入手続は以前に比べると格段に改善された。一方、大統領が最低賃金法に直接、

関与してくるなど政策が首尾一貫していないのが問題。

・労働組合は１社１組合がほとんどだが、元来、労働法が労働者寄りにできているので労

働コストは必ずしも安くない。ワーカーレベルの忠誠心・定着率は低く、多能工化を前

提とした訓練は無理だと判断して行っていない。

(10) CTA 社、ボリバル州プエルト・オルダス

●訪問日時　　　：2000 年 6 月 27 日（火)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・溶解アルミを原料として鋳造によりアルミホイールを製造。40,000m2 の土地と 10,000m2

の建屋。従業員 158 名。内、直接雇用が 64 名、内、エンジニア８名、その他テクニシャ

ン 30 名。

英国、カナダ、米国などで各種製造業を展開するスラル・グループの会社。

・現在の生産量は 36 万本/年、稼働率は 50％。売上の 80％が２次市場向け、内７％程度が

メキシコ・エクアドルなどへの輸出。20％は国内の完成車メーカーへの OEM。トヨタ、MMC、

コロンビアルノーなどに納入。国内２次市場でのシェアは約 70％で LAPCA が約 25％。

・鋳型、及び鋳造機械はブルガリア製。ただし鋳型設計は CAD を利用して自社で行い、PC

通信でやりとりをして製造させている。特殊鋼の安いブルガリアで鋳型製造を行うこと

でコスト低減を図っているヴェネズエラで鋳型製造すると特殊鋼が高いのでコスト高と

のこと（LAPCA に対する優位性)。
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・99 年 11 月から ISO9000 取得に向けた活動をスタートさせており品質に対する意識は従

業員レベルでも高いという印象。最近、社員教育を内部で行い始めた。

・韓国、中国を始めとする輸入品との競合が激しい。アルミホイールのヴェネズエラ価格

は US＄38 くらいで、輸入品は US＄28 に関税 40％でだいたい同価格となるところを、税

関をスルーしてくるものが多く競争できない。

・プエルトオルダスでのアルミ製品製造の利点は、高温（700℃）の溶解アルミを直接、原

料として利用できるので輸送・エネルギー・コストの面で優位である点。

・マーケティング VP を置くなど米国２次市場を中心とする輸出に注力している。また製品

別・出荷先別に生産・販売の目標をたてている。輸出上の問題は、①ドローバックに時

間がかかり金融コストがかさむこと、②VAT 還付がほとんど行われず輸出インセンティ

ブが無いこと、だ。

・機械設備は古いものが多いが、オークマやイタリア製機械もありメンテナンスや生産管

理はキチンと行われているという印象だった。

(11) RICA 社、ボリバル州プエルト・オルダス

●訪問日時　　　：2000 年 6 月 27 日（火)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・アルミインゴットを原料として溶解・小規模な精錬・鋳造により灌漑用スプリンクラー

ノズルや製鋼用ノズルなどのアルミ製品の製造を行う。従業員は 27 名。繁忙期になると

60 名程度になることも。現在は生産量が落ちているので各種機械の分解修理などのサー

ビスも行っている。

・ごく小規模な精錬・鋳造・スタンピング・研磨などあらゆる加工を行う町工場といった

印象。社長は AIMM の幹部だが高専卒の「技術屋さん」で匠の世界が工場にある。

・いろいろな製品開発を試みて輸出市場の開拓を図っているようだが輸出市場ニーズの把

握、的確なマーケティング能力が無い模様。国内市場では低付加価値品を中心に台湾・

中国製品と競合が激しく、特に無関税で入ってくる蜜輸入品が多いために生産量は落ち

ており、機械修理などで埋め合わせをしている。

・アルミ原材料はコスト競争力があるとのこと。機械設備・工具などが古いため生産性の

面で大きく遅れをとっている。最低賃金が最近、12 万ボリバル/月から 14.4 万ボリバル/

月に上昇した。

・労働者の平均年齢は 28 歳と若く、失業率が高いこともあって何でもやるという意欲の高

い者が多い、とのこと。若い人を採用して OJT で熟練労働者になるように教育する方針。
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(12) Aluminio Pianmeca 社、ボリバル州プエルト・オルダス

●訪問日時　　　：2000 年 6 月 27 日（火)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・溶解アルミを原料として連続鋳造・圧延を行い、アルミ・ビレット、アルミ線材を製造

している。従業員は約 90 名。ビレットは６m 長、線材は 13.5mm 径、９mm 径が中心。他

の中南米でも同様の製品をつくっているが輸入品との競合は無い。ビレットは英国への

輸出、線材はメキシコ（モンテレイ：送電線用)、ノルウェー、コロンビア、ペルーなど

への輸出も行っている。輸出比率は 98 年に 80％だったが今年は 15％に落ちている。

・圧延ラインは１直だが溶解ラインは溶解アルミを使用していることもあって 365 日の 24

時間操業。ベナルムから溶解アルミを購入（搬入）しているが購入代金を前払いしない

といけないので運転資金には苦労する。

・｢需要はたくさんある」と強気の発言が聞かれた。上流に近い製品を製造しているため、

溶解アルミを低価格で購入できるという資源立地型の強みを生かした経営を行っている

ように見える。ISO9000 取得に向けて活動している、ということで工場の操業・管理は

比較的、きちんと行われている印象だった。

(13) Taller Industrial Morgan 社、ボリバル州プエルト・オルダス

●訪問日時　　　：2000 年 6 月 27 日（火)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・金属機械や高速度鋼部品の製造メーカーだが、総合的な機械保全・予防保全サービス業

への転換を図っている。従業員は現在 30 名プラスアルファ、以前は 160 名いた時代もあ

る。23 年前に CIDOR（国営鉄鋼メーカー）をスピンアウトした３人のエンジニアが創業、

現在も経営している。

・現在の製造とサービス（保全・修理）の比率は６：４。CIDOR や OPCO をはじめ大企業の

機械故障分析やマーケットモデル分析を行って長期的な保守・修理サービスを行うため

の顧客開拓を行っている。スペインやドイツのメーカーと提携して機械を輸入販売する

ことも行っている。

・エンジニアリングサービスに向かっているので人材教育が重要。PhD 保有者を含む５人

のエンジニアがおり高専レベル（上級技術員）が８名、高卒レベル（中級技術員）が 12

名いる。２名の PhD 保有者が週に２回２時間ずつ従業員に教育するシステムをとってい

る。自分達でテキストをつくり場合によっては顧客に対しても教育サービスを行う。従
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業員教育の内容はベアリングや機械の理論と実際、メンテナンス方法まで多岐にわたる。

INCE の研磨コースをはじめとする社外の教育コースへの参加も会社コストで実施している。

・事業がサービス化してきているので輸出する考えはあまり無い。ただポーランドで保守

サービスを行った実績はある。

・ヴェネズエラの中小企業政策の課題は金融の問題。政府は中小企業金融を真剣に考えて

いるとは思えない。金利が高く運転資金を借りるわけにもいかない。

・平均年齢は 30 歳そこそこで、持ち込まれた機械設備の点検・修理にあたる姿は真剣その

もので、高い労働意欲と技術への自信が感じられた。

(14) Tubrica 社、ララ州バルキシメト

●訪問日時　　　：2000 年 6 月 28 日（水)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・パウダー状の PVC（プラスティック素材）を原料に、ブレンディング・熱押出成形によ

りプラスティックパイプを製造する。15 年前に深井戸用プラスティックパイプ製造で創

業、建築用やインフラ用の大口径のパイプ製造を主にしている。従業員は約 70 名、以前

は 130 名いたが 99 年に 60 名レイオフした。現在の稼働率は 30％。

・PVC パウダーはペキヴェン製を使っているが 20―25％国際価格と比べて高い。ペキヴェ

ンがコロンビアに輸出する際は安い国際価格で販売するのだから不公平だ。原料を輸入

しても関税の影響で結局、同じになる。石油化学は FDI も認められたのでペキヴェンの

独占を崩す海外からの投資を期待したい。

・国内マーケットは経済不振で需要が減少している。以前はコロンビアに輸出していたが

こちらも需要不振とボリバル高で輸出できる状況にない。ヴェネズエラのプラスティッ

ク製品は本来、競争力があるはずなので政策面・制度面での支援・転換を期待したい。

現在はプラスティック製品メーカー(中小企業)はどこも企業家精神のみで頑張っている

という状況だ。

・人件費は社会保険法の影響もあって上昇している。今後、ますます自動化や生産性向上の

必然性が高まると認識している。ISO9002 を現在、申請中で来年には是非、取得したい。

(15) Venefaro 社、ララ州バルキシメト

●訪問日時　　　：2000 年 6 月 28 日（水)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感
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・自動車の照明用プラスティックレンズの製造。道路の反射鏡や駐車用安全三角マークな

ども製造している。イタリア人移民（技術者）が 25 年前に創業し現在もファミリー経営。

従業員は約 90 名。自動車市場の低迷で稼働率は約 30％。マーケットは 35％がトヨタや

MMC を含む国内完成品メーカー、65％がオートパーツショップなどの２次市場。輸出は

安全三角マークやアクセサリーなどを小規模、スペインや米国などに出している。国内

需要が少ないので無理やり輸出市場を探している、といった状況。

・輸出マーケティングはスペインやポルトガルにいる友人（ヴェネズエラ人）を通じて

行っている。価格情報を中心とした輸出マーケット情報を知りたいが、現在はアクセス

の方法が無い。特に米国市場は巨大なマーケットなのでマーケティング・流通を考えた

い、ということで、技術よりもマーケティングに課題があると感じられた。

・製品開発用の自前のラボを持ち品質プログラムもいろいろと行っている。すでにフォー

ド Q1 や ISO9000 も取得しており品質・技術には自信がある。ダイの CAD/CAM/CNC やスタ

ンピングのマシニングセンターなどを見学したがかなりの技術レベルにある。

原材料、部品はポリエチレン以外はすべて輸入品。密輸による輸入品も入っているが国内

市場の低迷で深刻な競合は無い、とのこと。

(16) WANPUN 社、ララ州エル・トクヨ工業団地

●訪問日時　　　：2000 年 6 月 29 日（木)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・約 40 年前に操業したアパレル（縫製）会社だが、現在の工業団地に４年前に移転。機械

はすべて前の所在地であるカラカス近郊から移設。建屋の賃貸料が格安だったので移転

したとのこと。

・現在、従業員は約 35 名、以前は 100 名いたが不況のため相当数をレイオフした。労働コ

ストが首都圏にいた時より下がったのではないかという質問に対し、｢労賃については法

律を守っている」とのこと。最低賃金程度しか払っていない、ということか？

・素材（縫製生地）はヴェネズエラだけでなくコロンビア、中国などからも輸入している。

製品はほとんど 100％、国内需要向け。年代もののミシンを使った典型的な労働集約産

業。

・給与水準が比較的高いヴェネズエラでは国内のニッチ・マーケットを狙った限界的な

マーケティング・生産しかできないように見える。技術やデザインに大きな差別化をし

にくい労働集約産業だけに、限定的な可能性しかないと判断される。
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(17) Brimport Seed 社、ララ州エル・トクヨ工業団地

●訪問日時　　　：2000 年 6 月 29 日（木)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・園芸作物、花の種の開発生産と卸売り。日本のサカタの種とも提携、OEM 生産、並びに

ヴェネズエラでの販売を行う。工業団地内に種子の冷凍保存倉庫と卸売り用の在庫ヤー

ド、製品充填設備を持つ。近郊の農園で新たな種子開発、商品開発を行っている。

・ララ州の気候・風土を生かしたニッチ的な事業だが、大きな戦略商品になる可能性はあ

まり無いものと判断される。

(18) Master Batchi 社/Polinca 社、ミランダ州

●訪問日時　　　：2000 年 6 月 30 日（金)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・２名の共同出資者の経営による創業 20 年のプラスティック関連会社。Polinca 社は樹脂

を原料にフレクシブル皮膜、プラスティック袋を製造。Master Batchi は顔料（インク）

用プラスティック・ピグメントを製造。従業員は書く 45 名、10 名。同じ建屋に２社が入

る。

・設備は古く過去８年間に新規設備投資をしたことがない。｢新技術から取り残されてい

る」という認識。設備投資の際は融資も受けたが５年間の短期融資のみ。90－180 日の

運転資金の短期融資を時々、受けているが民間金融機関からのみで公的機関からは借り

たことがない。｢公的機関からの融資を受けるには手間がかかる」という認識。

・Master Batchi 社がチリ・メキシコに輸出した経験はあるが長続きしなかった。Polinca

社は輸出経験が無い。外的条件が良くなれば輸出したいという意欲はある。輸出組合結

成に向けての動きもある、とのこと。ペキヴェン（PEQUIVEN）から購入するポリエチレ

ン樹脂の価格が高く、競争力がでない、とのこと。ペキヴェンは限界価格でコロンビア

に輸出しており不公平だという指摘。

・立地については顧客に近いカラカス近郊のメリットがある、とのこと。一方で INCE にも

プラスティック関連のコースが無いなど、中級技術者の教育・スキルの問題については

課題が多い。
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(19) ECOPLAST 社、ミランダ州

●訪問日時　　　：2000 年 6 月 30 日（金)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・プロジェクト構想から 17 年、創業６年のヴェネズエラで唯一のプラスティック廃棄物リ

サイクル会社。従業員数 20 名。社長は元 AVIPLA 会長。ペキヴェン（PEQUIVEN）の廃棄

物を回収・処理の上、樹脂（ペレット）を再生する。水のペットボトル（18l）の収集・

再生も行うが処理能力を満たすゴミ（プラスティック廃棄物）が集まらない。技術はイ

タリアから導入。

・プラスティックのリサイクルについてヴェネズエラではまだ文化・システムが無いため、

収集できる原料、再生品の顧客ともに限定されている。当面、プラスティック回収率を

１％にすることを目指すがドイツの 13％に比べるとはるかに少ない水準。自分達で家庭

用プラスティック廃棄物回収のゴミ箱までつくっているのでコスト高。回収コストその

ものはイタリアと同程度。処理能力としては 600 トン/月。

・プラスティック産業だけでなくヴェネズエラでは技術や機械設備の輸入にコストがかか

り過ぎる。技術輸入税をはじめ、関税・税関使用料・港湾使用料などがかかる。労働者

は教育を受けておらず「技術立国」の風土が無い。プラスティック原料コストも高く国

際競争できない。新たな技術投資に対する促進制度が是非、必要だ。

・厳しい状況にある中小企業が多い中で、新しい技術・環境分野に特化したユニークな会社。

(20) Venezolana de Filtros 社、ミランダ州

●訪問日時　　　：2000 年７月３日（月)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・創業 40 年、従業員 90 名の工業用（自動車用）フィルター製造会社。国産（CIDOR 製）

鋼板を加工し、自動車用フィルターの２次市場向けの販売をメインに行う。工業用フィ

ルターでは国内シェア 20％を持つ。国内の競合メーカーは多国籍企業が２社、国産が１

社。国内市場の 70％は国産品が占めている。需要は十分あり輸出可能性も高いが加工機

械の更新をはじめ技術的な改善が必要、との認識。

・現在の稼働率は 50％、１直で操業。現在、輸出はしていないが MPC とともに輸出組合の

形成に関して協議したりホームページで輸出可能性を探るなどの活動をしている。

・金融は大きな問題で民間商業銀行から融資を受けることは難しい。現在、工業団地活性

化プログラムの一環で FONCREI の融資を受けることも検討中。
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・原材料の 85％は国産。鋼材はすべて CIDOR 製。しかし CIDOR は大きな発注ロットを要求

するので、在庫コストを含めてコスト高となっている。フィルター用紙はメキシコから

の輸入。

(21) EMETALCA 社、ミランダ州

●訪問日時　　　：2000 年７月３日（月)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・冷延鋼板の深絞りを行って自動車用シャシーを製造。25 年来、工具（スコップなど金

物）製造を行っていたが 95 年から自動車用シャシー製造に参入。ISO9000 と QS9000 を

１年前に取得した。11 名のスタッフ（エンジニア含む）と 50 名のワーカーで操業。現

在の稼働率は 35－40％、生産量は 1500－1800 セット/月。顧客は米国ビッグ３（ヴェネ

ズエラ工場)。

・60 年代以降、ヴェネズエラにはバレンシアを中心に米国から導入した自動車シャシー技

術があった。設計に関する情報交換や顧客に対するエンジニアリングが重要だが、

フォードがいろいろと面倒を見てくれている。

・CIDOR の鋼板技術は進んでいるが購入に際してドルでの前払いを要求させるのをはじめ

デリバリーにも柔軟性が無くカンバン・システムなど考えられない。ボルト・ナットな

どはすべて輸入品。

・700 トンプレスをはじめ各種プレス・スタンピング・パンチングなどの機械が揃い、スタ

ンピング・ダイの整備・機械ショップなどがあり、技術レベルはかなりの水準にある模様。

(22) Multiplens 社、ミランダ州

●訪問日時　　　：2000 年７月３日（月)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・鋼材を加工し自動車用リムをはじめとする多様な金属（鉄鋼）製品を製造する比較的、

規模の大きなメーカー。従業員 140 名。熱延・冷延鋼板（すべて CIDOR 製）を各種プレ

ス機械にて加工・溶接している。自動車部品については２次市場向けが中心だが一部、

US ビッグ３やトヨタ・MMC など完成車メーカー向けの OEM も行っている。コロンビア G

Ｍ向けや米国の２次市場をはじめとして輸出も行っている（輸出比率 10％)。

・かなり規模の大きな鉄鋼製品加工メーカーだが設備はかなり古く生産性・技術レベルに

ついてはいろいろと改善の余地があるように見受けられた。
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(23) ARMOCARSA 社、ミランダ州

●訪問日時　　　：2000 年７月３日（月)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・アルミインゴットから溶解・鋳造・加工により各種アルミ製品を製造。創業 33 年、関連

３社で従業員約 95 名。アイロン土台をはじめ自動車・家電部品・工具・照明部品などを

製造。汎用アルミ合金を利用した極めて労働集約的な町工場。製品は国内市場で中国か

らの輸入品と競合。

・アルミインゴットの価格は安くない。国際価格を国内調達市場でも適用して欲しい。ま

た原料購入に現金で先払いする必要がある。しかしこれまで融資を受けたことは無く、

融資を受けるときは倒産する時、とのこと。

・若い技術員がいないなど、人材教育の面でいろいろと施策を講じて欲しい。INCE 卒業生

にも実際の技術を扱える人間は少ない。政府は多くの技術学校を廃止するなど、この面

で力を入れてこなかった。最低賃金は 200 ドル/月だが平均的な人件費は 400－450 ドル/

月だ。

(24) Alubat Alflon 社、ミランダ州

●訪問日時　　　：2000 年７月３日（月)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・アルミコイルからスリッティング・カッティング・テフロン加工により、鍋・釜などの

キッチン用品を製造。創業 40 年、現在の経営者（兄弟）の父親が創業。生産の 40％が

テフロン加工を施した最終消費財、60％がレストラン向けを始めとする産業用。

・生産能力 2340 トン/年に対して現在の生産は 600 トン/年で、稼働率 40％。販売はディ

ストリビューター経由が 25％、スーパーマーケット向けが 25％など。

・アルミ産業の問題は１次原料は良いがコイルに加工された段階で品質が必ずしも良くな

いことだ。一部の２級品も１級品の価格で買わざるを得ないなど供給者側の力が強い。

価格は国際価格で買っている。ALCASA から原料調達し 30 日手形決済をしている。

・アルミ分野では技術者・労働者の人材不足も問題だ。良い技術学校が無いなど熟練労働

者を育てる環境ができていない。プエルトオルダスの INCE にはアルミ関連コースがある

が、この地域には無い。他にも電気・電子、機械、金属、経営など多方面の人材教育を

強化すべきだ。

・一部、輸出をしているが、輸出促進の制度・インセンティブを強化して欲しい。
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(25) OPTILASER 社、ミランダ州

●訪問日時　　　：2000 年７月３日（月)

●先方応対者　　：面談者リスト参照

●事業概要と所感

・従業員 80 名の CD－ROM 製造会社。89 年に創業。

・ヴェネズエラには若年人口・労働者が多く、教育・スキルさえつけば優秀な労働者は豊

富にでてくる。現在、ソフトウェア関連企業はすくなくとも 50 社以上はあり 500 社くら

いという推計もある。ただ大規模なソフトウェアハウスが無いなど、必ずしもヴェネズ

エラのソフトウェア産業の層は厚くない。

・高付加価値産業に対する奨励策が無いためヴェネズエラから米国（マイアミ地域）への

人材流出も多い。民間企業と政府機関とのつながりが希薄なことも課題だ。創業以来、

今日始めて生産貿易省の方が当社へ来た。

・ドローバック、税関の不備など産業全般に関わる輸出上の問題が多い。またコロンビア

と並んで「コカイン・ハイウェイ」にあることもあって、税関で 100 枚 CD を検査すると

不正などで 90 枚しか残らない、といったことがある。

・輸出促進をする上で、制度上の改善、奨励策の設計など考えるべきことは多い。
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